
１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔平成17年太宰府市議会第１回（３月）定例会〕 

                                    平成17年３月14日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
武 藤 哲 志 

（19） 

1. 中学校給食の実施について 

 （１） アンケートの結果について 

 （２） 県下の96市町村の内67市町村で中学校給食が実施されてい

    る。 

 （３） 教育委員会、教育長、市長は中学校給食についての方針を

    明らかにしていただきたい。（年度計画等） 

2. 乳幼児医療費の初診料の無料化について 

  太宰府市が通院分について、４歳未満児を対象に県下15番目に実

 施することについては評価をする。 

  しかし、県下の自治体では５歳未満から就学前まで無料や初診料

 の無料を行っているが、太宰府市も検討していただきたい。 

3. 教育施政方針について 

  市長の新年度の施政方針の表明に、教育方針の一部が含まれてい

 るが、教育委員会、教育長として義務教育、社会教育、学園都市

 等、教育施政方針を表明していただきたい。 

２ 
清 水 章 一 

（13） 

健康で生きがいのあるまちづくりについて 

 （１） 地域福祉について 

     自治会、健康推進員、福祉委員、食生活改善委員、各団体

    の役割について 

 （２） 介護予防について 

     要介護出現率を低下させる施策について 

     介護予防を理念から現実へ 

３ 
片 井 智鶴枝

（１） 

財政再建策について 

 （１） 市財政の現状について 

 （２） 行政運営のスリム化について 

 （３） 各種委託事業の見直しについて 

 （４） ＩＴ専門職の配置について 

  1. 指定管理者制度の導入について 
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４ 

 

 

 

中 林 宗 樹 

（５） 

 

 

 

  地方自治法の一部が改正され、「公の施設」の管理方法が、管理

 委託制度から指定管理者制度に移行されたが、本市における取り組

 み、導入について伺う。 

2. 高雄地区の道路整備について 

 （１） 高雄四丁目（高雄中央通り線南側）の道路の拡幅、整備の

    計画について伺う。 

 （２） 高雄中央通り線から国道３号線への出口の信号機の通過時

    間をもう少し長くできないか伺う。 

５ 
不 老 光 幸 

（７） 

常設公衆トイレの増設について 

 （１） 西鉄都府楼前駅周辺に市営のトイレが設置できないか。 

 （２） 車利用観光客向けの常設公衆トイレの増設計画は。 

６ 
山 路 一 惠 

（11） 

指定管理者制度について 

 （１） 条例制定する上での問題点と要望。 

 （２） 今年度中に制度化を考えている施設はあるのか。 

７ 
門 田 直 樹 

（６） 

ＩＴ関連予算の削減について 

 （１） 市の情報化統括責任者（ｃｉｏ）はどうなっているのか。

 （２） アドバイザーとして外部専門家を配置する考えはあるか。

２ 出席議員は次のとおりである（２０名） 

  １番  片 井 智鶴枝 議員         ２番  力 丸 義 行 議員 

  ３番  後 藤  晴 議員         ４番  橋 本   健 議員 

  ５番  中 林 宗 樹 議員         ６番  門 田 直 樹 議員 

  ７番  不 老 光 幸 議員         ８番  渡  美 穂 議員 

  ９番  大 田 勝 義 議員         10番  安 部 啓 治 議員 

  11番  山 路 一 惠 議員         12番  小  道 枝 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  佐 伯   修 議員 

  15番  安 部   陽 議員         16番  田 川 武 茂 議員 

  17番  福  和 美 議員         18番  岡 部 茂 夫 議員 

  19番  武 藤 哲 志 議員         20番  村 山 弘 行 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３０名） 

  市    長  佐 藤 善 郎        助    役  井 上 保 廣 

  収  入  役  松 島 幹 彦        教  育  長  關   敏 治 

  総 務 部 長  平 島 鉄 信        地域振興部長  石 橋 正 直 

  市民生活部長  関 岡   勉        健康福祉部長  古 川 泰 博 

  建 設 部 長  富 田   譲        上下水道部長  永 田 克 人 
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  教 育 部 長  松 永 栄 人        監査委員事務局長  花 田 勝 彦 

  総務部次長  松 田 幸 夫        地域振興部次長  三 笠 哲 生 

  健康福祉部次長  村 尾 昭 子        総 務 課 長  松 島 健 二 

  行政経営課長  宮 原   仁        財 政 課 長  井 上 義 昭 

  地域振興課長  大 藪 勝 一        観 光 課 長  木 村 甚 治 

  市 民 課 長  藤   幸二郎        すこやか長寿課長  有 岡 輝 二 

  国保年金課長  木 村 裕 子        保健センター所長  木 村   努 

  建 設 課 長  武 藤 三 郎        上下水道課長  宮 原 勝 美 

  施 設 課 長  轟     満        教 務 課 長  井 上 和 雄 

  学校教育課長  花 田 正 信        社会教育課長  志牟田 健 次 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（６名） 

  議会事務局長  白 石 純 一 

  議 事 課 長  木 村   洋 

  書    記  伊 藤   剛 

  書    記  満 崎 哲 也 

  書    記  高 田 政 樹 

  書    記  塚 原 裕 子 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第１回定例会

を再開します。 

 本定例会での一般質問の個人質問通告書は、７議員から提出されています。 

 議事日程はお手元に配付しておるとおりです。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（村山弘行議員） 日程第１、「一般質問」の個人質問を行います。 

 19番武藤哲志議員の個人質問を許可します。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） 平成17年３月議会の一般質問は、市長、教育長に回答をいただきま

す。質問事項は、中学校給食の実施、乳幼児医療費の初診料の無料化、教育施策方針の３点で

す。 

 初めに、中学校給食の実施については、平成16年12月14日、市長は長年の懸案であり、調査

結果、議会の特別委員会の審議や教育委員会において方向性が決定される前に、中学校給食に

つきましては協議させていただくと、私の質問に回答いたしております。 

 また、教育長は、アンケートの回収率は72.1％と報告、今日まで中学校給食は、学校時制、

教育課程、施設面で困難と答えていたが、教育委員会としての長年の懸案事項であり、今後の

方針、方向性の検討に入り、議会の審議結果、市の財政状況等を見きわめながら、教育委員会

としての方針を考えていると回答しております。 

 中学校給食の現状は、平成16年で県下96市町村のうち、67市町村で完全給食やランチ給食、

弁当給食などが実施され、今後、市町村合併で実施自治体は増加する状況です。 

 私は、中学校給食の実施については、30年間の議会活動で、この問題を30回以上質問してき

ました。成長期の健康管理、家庭環境の変化、また中学校給食は教育の一環であり、実施要求

をしてきましたが、今回中学校給食に関する意識調査の結果も明らかになりましたので、市

長、教育長に今後の方針について回答を求めます。 

 ２項目の質問は、乳幼児医療費の無料化を実施していただきたい。 

 太宰府市は、今年度から通院は４歳未満として、県下15番目に実施したことには評価いたし

ますが、各地の市町村では、児童・生徒及び乳幼児医療費の負担の軽減を行い、安心して子ど

もを育てる上で行政施策として、高校・中学校・小学校卒業まで通院や入院も無料を実施して

る自治体は181市町村あります。成長期の子どもの病気は様々です。通院での初診料、薬代な

ど、親にとって大変な負担です。太宰府市でも少子化の現状であり、幼児・児童数は年齢構成
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で約600名前後です。全幼児・児童が病院にかかる受診件数は、１人当たり年間平均で16.5件

であり、国保加入者の受診率は少ない傾向です。 

 医療費の支出内容は、入院で０歳から３歳までで平均30名、入院日数は平均６日、通院は３

日です。入院、通院の合計医療費は、１人当たり平均で2万6,562円です。今回４歳未満の無料

化に対し、予算計上されてる額は835万5,000円であり、０歳から４歳まで医療費に対し、国、

県の負担もあり、約1,600万円の予算で０歳から４歳までの初診料の無料化ができると思われ

ますが、市長の施政方針の大きな柱である太宰府市次世代育成支援対策行動として、子育て支

援のため、初診料無料化を実施する考えがないかを回答を求めます。 

 最後に、教育施策方針について質問いたします。 

 新年度の予算執行に対し、市長より施政方針が表明され、その一部に教育関係も含まれてお

りますが、予算の中で教育委員会所管分は約13％、26億8,000万円を超えております。地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の第２条、第17条、第20条では、教育長には教育行政に関

するすべての事務、権限、統括権があります。太宰府市では、教育方針、施策は教育委員会発

行の教育要覧を、毎年７月以降発行し、配付される状況ですので、新年度の重点的な教育方針

として、義務教育、社会教育、財政支出等、方針を明らかにすべきと思いますが、教育長の回

答を求めます。 

 回答については自席でお願いいたします。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 市長、教育長の回答をということでございますけれども、まず私の方か

らお答えいたします。 

 中学校給食の今後の方針につきましては、昨年12月定例議会での武藤議員の質問、さらには

本定例議会での公明党太宰府市議団の代表質問に対します市長の答弁と重なる部分があるかと

思いますが、よろしくお願い申し上げます。 

 今後の中学校給食のあり方について、昨年11月学校関係者などを対象に、中学校給食につい

ての意識調査を実施し、結果の取りまとめ、分析作業を先月２月に終えたところでございま

す。 

 今回の調査結果を受けまして、私ども教育委員会としましては、今後の進め方などについて

協議検討に入ったところでございます。 

 なお、今回の調査結果や太宰府市中学校給食・少子高齢化問題特別委員会での審議結果な

ど、その内容を十分踏まえながら、教育委員会としての方針を出したいと考えております。 

 また、教育委員で構成される教育委員会での協議や、庁内に検討委員会を設置することにい

たしており、多方面から検討を加え、方針の決定を行いたいと考えており、いましばらく時間

をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 
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○１９番（武藤哲志議員） 前向きな回答については評価をいたしますが、今部長が答えました

が、教育委員会や市長部局として、２年間にわたりまして議会の特別委員会が慎重に審議を

し、今議会に中間報告を出すんですが、議会が２年間もかけて調査をしてきた。そしてその中

で行政側がアンケート実施をしましょうという形で前向きに検討いただいた。そして大変すば

らしいアンケート結果が、ここに配付をされておりますが、また議会やアンケートが出たが時

間をいただきたいと。それから教育委員会で検討するということですが、大体時間はまたね、

２年もかかるのかどうか。 

 福環境厚生委員長としても、代表質問の中にありましたが、早く平成18年までには実施し

てほしいという質問がありましたが、いつまでも時間を引き延ばすというのは問題があると思

うんですよね。議会としても、やはり少子化対策として中学校給食をというのはもう切実な問

題。これをずっとしてきたんですが、いつまでも時間を引っ張るというのが一番問題と思うん

ですね。 

 教育委員会、先ほど施政方針の中にあったように、教育委員会にはその権限がある。財政的

には行政にお願いしなきゃいかん、この２通りがあるんですが、だからいつまで時間をかける

のかどうか、これがまず基本ですね。 

 ちょっとその辺の時間的な問題としては、福議員の質問の中でも、明確に平成18年までは

実施してほしいということだったですが、わかりました、そういう状況で進めましょうという

のはなかったですよね。だからまず、教育委員会としてはどのくらいまでやるのか、そして市

長部局としてはそれをどう受けとめるかというのは、市長部局の方にお聞きしたいと思うんで

すが、まずその１点をちょっと回答いただけませんか。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 先日からたくさんの方のご協力をいただきながらアンケートが実施できま

した。大変ありがたいと思っております。現在、議会の特別委員会の方でいろいろとご審議を

いただいております。 

 こういうことを踏まえまして、先ほど部長が申しましたように、一つの方向を決めたいと思

っているわけでございますが、今までるる教育委員会としても困難性をいろいろ述べてきた、

そういう事情もございまして、教育委員会といたしましては、議会の皆様方のご意見を聞い

て、そのご意見の状況によっては、早目に結論が得やすいこともあると思いますし、時間のか

かるようなこともあるんじゃないかと思っております。 

 教育委員会といたしましても、アンケートの結果にありますように、そういう希望が強いと

いうこと、また子どもたちとか先生方の様子等も把握したわけでございますので、そういうこ

ととあわせて結論を出したいというふうに思っておりますので、今ですね、いつまでというよ

うなことを早計として述べるというのは、まだ皆様方の特別委員会の意見を聞いた上で検討さ

せていただきたいというふうに考えておりますので、先ほど部長が申しましたようなご返答に

なったことをご理解いただきたいと思います。 
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○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） この周辺の中で、中学校給食、様々ですね。筑紫野市は共同調理方

式、それから春日市は弁当方式になっておりまして、那珂川町が今年から実施をすると。現在

中学校給食の実施をされてないのは、大野城市と太宰府市というだけになるんですが、一番最

後になるようなことは、やはり４市１町の中でですね、教育委員会にしても市長部局も批判も

受けるわけですが、私は過去の質問の内容をずっと見てきたわけですが、行政側としても、行

政としてね、中学校給食をどうしたらいいかという調査はされたのかどうかということです

ね。やはり議会も様々な形で、いろんな形で審議をいただいてますが、教育委員会や市長部局

としてはどういう調査をされたのか。アンケートは大変お金もかけていただいて、年齢構成別

に小学校や中学校や一般とかですね、いろいろこうこんなすばらしいアンケートが出たわけで

すが、教育委員会としては、教育長として教育委員会に提案する内容としてはどういう調査を

されたんでしょうかね。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 教育委員会としてどういう調査をしたかというお尋ねでございますが、

今日まで筑紫地区での実施状況の概要を把握いたしております。 

 しかしながら、まだ詳細についてきちっとしたものを出しておりませんので、今後そういっ

た財政状況等も踏まえて、詳細な調査をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 私は過去の質問の中で、やはり中学校給食はそんなに難しくないです

よと。ここにおられる執行部の方も思い出していただきたいのは、現在小学校と隣接してる中

学校というのが、太宰府西や学業院中学校なんですね。ところが太宰府東と、それから太宰府

中学校はちょっと小学校と外れておる。だから、今ある小学校の調理施設、児童数が少なくな

っておりまして、そういう状況の中で、調理業務については論議の末に民間に調理を委託す

る、教育委員会としてはぴしっとしたメニューだとか栄養士を管理していくという形で議会で

論議をされて、順次小学校の調理業務の民間委託をやってきました。 

 ただし、やはり民間には委託したものの、７つの小学校のうち、どうしても直営で残してお

かなければならないものがあるという説明を議会にもしてきております。だから現在の施設

で、しかも委託もして、委託業者としては今年の当初予算の決算にも出てきておりますが、年

間委託を受けるにはどうしても給食室の増設といいますか、早よ言えば委託を受ける生産ライ

ンがあるという問題もありますが、そういう小学校の調理施設を使うとか、こういう問題につ

いても論議、検討する必要があるんじゃないかと思うんですが、そういうものは検討はすぐし

なさいと質問したことがありますが、その回答文書を見てみましたら、そういう状況になれば

検討することも考えられるとあります。その辺、現在のところ太宰府東中学校と太宰府中学校

が小学校と離れている。現在の委託がされてる状況もありますし、直営でやってる部分もあり

ますが、そういうような検討はできるかどうか。 
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○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 給食の実施方式について、小学校の調理場を使った方式はどうかという

ご提言でございますが、先ほど申されましたように、せんだって弁当給食であるとか直営のセ

ンター方式だとか、あるいは民間の委託方式等様々な形があるのでございますが、先ほど申さ

れた件についても検討の中には入ろうかと思います。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まずやはり教育委員会として、はっきり言って協議や検討委員会を設

置すると。私が一番言ってるのは、議会についてもこれだけあなた方と協議をしながらやって

きたのに、また教育委員会で協議、庁内に検討委員会を置くというのは、またそこで時間がか

かることがやはり問題じゃないかということなんですよね。 

 だから、あなた方と２年間にわたって審議をしてきたのを、今度は特別委員会の手を離れ

て、そして特別委員会からの報告もあると思うんですが、またあなた方が庁内で協議をしてど

うするこうするということでしよると、また１年、２年かかることに問題があると。 

 だから、直ちにどういうふうにするかという方針は教育委員会が出して、市長部局に財政的

な援助を受ける。それと同時に新たに中学校に調理施設をつくるというのは大変な財政負担が

あるわけですから、だから小学校の調理施設を使って、中学校２校についても、全部で４校あ

りますが、隣から持ってくる分もありますし、１km以内のところから配達する場合もあるでし

ょうが、そういう早く検討することは、教育委員会として審議を進めていただかないと。２年

たった、３年たった、４年たったでは問題がありますので。 

 そしてこのアンケートの中にも、はっきり言って給食費は幾らまで負担できますかと、それ

からこのアンケートの中を見ておりまして、本当に朝子どもたちが御飯を食べないで来ると。

だから、全体的に子どもの、児童の中で、多数を見るんじゃなくて、やはり教育は等しくとい

うのがありますから、平等な部分もやっていく。 

 またいろんな父母の中にも意見があります。体の部分でどうしてもアレルギー体質があると

か、そういうものもあるんですが、民間委託するときにはその問題はもう何回も論議してきた

わけですよね。子どもたちの発育状況の中で、卵がだめだ、牛乳がだめだとかという論議もし

てきたわけですが、それはそれなりに教育現場で対応できると思うんですよ。だから、そうい

う長時間かけないで結論を出していただきたいというふうに思うわけですね。 

 それから、まず一番大きな問題は、財政問題と思うんです。入ってくる給食費としてもらう

金額、そしてそれに対する国、県の補助金の問題もありますし、それから委託にするか直営に

するかという論議もあるでしょうけど、ある一定議会の審議の中ではそこまでは踏み込めませ

んでした、現実のところ。施設をどうするかという、こういう問題とか、いろんな形で給食費

の収入と支出の関係で、そしてどのくらいの国、県の補助金があり、どうするかという論議

は、教育委員会にしても市長部局についても、それはそちらで決める内容なんです。議会では

そこまではなかなか、予算上がってくれば審議はできるんですが、そういう財政的な問題につ
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いても、この教育委員会の検討委員会で早急に結論を出せるのかどうか。この辺はどうでしょ

う。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 庁内に検討委員会を設置して、ただいま申されました国、県の補助金、

施設のあり方、収入、支出などの状況について詳細に検討をしていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） その内容を早目に市長部局にですね、やはりあなた方がある一定出さ

ないと、市長の答弁を見ますと、やはり協議を事前にしたいと、こう言っていただいとります

よ、市長としてはですね。だから、私も先ほど言いましたように、議会の審議や教育委員会の

方向性が決定される前に、中学校給食について教育委員会や議会にもある一定の協議が必要だ

というふうに、市長は答えておりますよ。だから、あなた方は、議会がぜひやってほしいとい

うものを、教育委員会の所管ですから、ある一定の方向性を出していただいて市長と協議をす

ると。市長は、決定されてからじゃ私どもはだめですよと、事前に協議をさせてくださいと、

議事録見たら載っとんですから。 

 だから、あなたの方は早目に、今後の方向性として時間もかけなくて、どのくらいの財政で

どういう方向というのがありますから、議会としてはそのことを早く返してほしいと。私ども

は審議をしてやりなさいということは言えますが、実施をする教育委員会や市長部局として

は、こんな状況になりますと、この方法でいくとできるとか、この辺には負担がかかるとかと

いうのをやはり早急に決める必要があるんじゃないですかということなんですが、そういう方

向性をいつまでもかかることは困りますが、この平成17年度中の、できれば６月、９月ぐらい

までは出していただいて、平成18年４月１日から実施ができるような方向性を検討していただ

くかどうか、この辺はいかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 教育部長。 

○教育部長（松永栄人） 時期の明示ということでございますが、現時点においていつまでという

ことはまだ出せない状況でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） だから、せっかくこう前向きに行ってるんだけど、方向性が出せない

と、こうなってくると、難しい。私どもの議会の特別委員会や議会の質問を見よって、何回も

この問題はずっとやってきた。私も歴代の教育長さん、陶山教育長さんだとか藤教育長さんと

かありましてね、その答弁としては何らかの形で、やはり子どもたちの問題でという形で前向

きだった。ところが財政的に厳しくなったりしてきた経過がありましてね、陶山教育長さんに

ついては検討したいというのが過去にある。藤教育長さんになりましたら、財政的にちょっと

厳しくなりましたという形で引き継いできた結果、その間に川邊町長さんや有吉町長さん、市

長さん、伊藤市長さんと、こう歴代の市長さんが代わる中で、やはりその辺の長い期間の中
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で、財政的な問題やいろんな状況があって答弁が変わってきたんですが、やっと今、市長、教

育長、教育委員会の考えが一致してきてるわけですよ。議会とも一致になってますが、そうい

う状況の中で、やはり時間をいつまでも置くことは余り好ましくないと思うんですが、急いで

いただくということは確認していいでしょうか、教育長。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 現在、話題が中学校給食をどうするかということで、それはそれでいいと

思いますが、私どもは中学校教育全体の中でやっぱ給食を考えていくと考えたときに、先日も

質問にもありましたように、じゃあ部活等をどうするのかとか、現在学力がこれだけ言われて

るのに放課後はどうするのかとか、そういうふうなところのですね、納得といいましょうか。

給食にもしたくさんの時間をとるようになれば、前から言っておりますように、トータルはい

つも同じですから、どっかを減らさなくちゃならない。だから、そういうふうなですね、こと

に対しまして、非常にまだ踏み込みといいましょうか、そういうところをしてないところがご

ざいまして、給食検討委員会の結論を見ながら、それと今まで申し上げましてきたような困難

性と財政的なものを勘案しながら方向を出したい。 

 おっしゃるように踏み込んでといいましょうか、今までほとんどできないんじゃないかと答

えておりましたが、やっぱり何らかの形でしていくという方向についてはですね、ご理解いた

だけると思いますから、その辺をもう少し整とんして、それの中でできるだけ早い努力をして

いきたいというように思っております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 部活だとか放課後だとか時制の問題いろいろあると思うんですが、そ

れはよくわかります。ただし、４市１町の中で、早よ言えば、もう実施しているところがあっ

て、やはりそこでは部活の問題や時制の問題や放課後のいろんな部分もあっても、それはもう

できてるわけですからね。初めから太宰府市だけはほかの学校よりも教育重点にしてるとか、

休憩時間をよりよく長くとるとかという問題とは、よその自治体では先ほども言いましたよう

に、県下の中で、67市町村が中学校給食やってるんですから。だから新たにこう太宰府市だけ

は始めなさいという問題じゃないからですね。その辺はやはりほかの学校、あなた方が教育委

員会として全県の状況というのは一番よく知ってるわけですから、やはりよその学校よりも太

宰府市は教育に重点を置いてるとか、休憩時間を特に子どもたちのためにとってるとかという

問題じゃないと思いますので、その辺はひとつ私は解決できるんじゃないかと思うんです。 

 時間もあれですが、市長、12月14日の私の質問の中で、市長の回答については大変感謝をし

ておりまして、議会や教育委員会の前にある一定財政的な問題があるんで、ぜひその前に協議

をさせてほしいという回答をいただいてるんですよ、議事録見ていただいたらわかりますが。

どういう状況でどう見きわめながら財政的な処置を講じるのか、最終的にはやりたいと思って

も財政的な施設面だとか、そういう問題がありますが、もう時間もありませんから教育長の答

弁もいただきましたし、市長、簡単にひとつ。 
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○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 中学校給食の問題でございますが、ただいま教育委員会の方から申し上げま

したように、今回の意識調査等の結果を踏まえまして、委員会としても方針決定の方向に向け

て、作業、協議、あるいは検討に入ったというふうに受けとめております。 

 私といたしましても、多数の市民の皆さんのご要望でもございますので、その状況を見きわ

めながら、できるだけ早い時期に何らかの方針を示したいと考えております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ぜひいつまでも時間をかけなくて、できれば那珂川町も今年の４月１

日から実施をするようですが、太宰府市も少なくとも平成18年の新年度から実施ができるよう

に、市長部局と教育部局と協議をいただきたいと思います。 

 続いては、２点目の回答を求めます。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 乳幼児医療費の初診料の無料化についての質問にお答えをいたし

ます。市長の答弁をということでございますが、私の方からお答えさせていただきます。 

 乳幼児医療費の助成制度の対象として、入院につきましては平成15年10月から対象年齢を就

学前までに拡大し、通院につきましては本年７月から１歳引き上げることで、今回条例の改正

を提案させていただいているところでございます。 

 ご質問の初診料の無料化につきましては、通院の対象を１歳引き上げることによる財政的な

影響を見定めながら、総合的な観点から検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） １歳引き上げたということで、この周辺が４歳になったり、筑紫野市

が５歳になっておりますが、今回引き上げて予算について議会の承認を求めてきてるのは

8,355万円なんですよね。０歳というのはなかなか母体のお母さんのそういう免疫がありまし

て、なかなか病気にかかることがない。特に３歳というのは少ない状況も、私も先ほど言いま

したが、入院が６日で通院が平均３日ぐらいですよね。だからできるわけですが、当然４歳ま

でもはっきり言って初診料無料にしても1,600万円というのは、はっきり言って今マンション

の売り出ししてる金額1,600万円から1,700万円あたりの金額なんですが、財政が厳しいと言い

ながら、少子・高齢化の中でね、子どもたち、安心してと。 

 本当に調べてみましたら、福岡県だけなんですね。３歳までは医療費は無料化してるわけで

すよ。ところが全国３歳までは初診料も無料化してる。福岡県だけが無料化してないと。もう

こんなのは私、初めて調べてみてわかりましたが、だから独自に初診料の無料化をやってる自

治体もありますし、県がしてなかったら太宰府市だけしたらどうかと。総額で1,600万円あれ

ばできるわけですが、その辺、私の方の決算だとかいろんな資料で分析してみて、私の計算方

法と行政側の計算方法について食い違いがありまして、あなたの方が大変忙しい中に、初診料
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を無料化するのについての太宰府市の４歳までの児童の総数を出していただいたら、大体

1,600万円だという数字を、大変時間をかけて、あれだけの医療費の計算方法で出していただ

いたんですが、無料化にするのに1,600万円あればできるかどうかというのは、その辺は確認

できますか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） ただいまのご質問でございますが、1,600万円というこの金額、

担当課の方で試算した分ではございますが、ただいま現在の乳幼児医療費の助成制度の年齢の

ところでの試算でございました。今回、あと１歳引き上げをする予定ということでの試算をい

たしますと、約2,000万円程度になろうかと思っております。 

 こういった中で１歳引き上げ、さらに初診料の無料化というのは、今の太宰府市のこの状況

ではなかなか厳しいと思っております。 

 それから、やはり市町村によって、自治体によって、福岡県ではまだできてないといいまし

ても、それぞれのところがばらばらの形で初診料をどう考えていくかということだと思います

が、それぞれ居住される自治体、市町村によってまた制度にばらつきがある。今の乳幼児医療

費そのものの助成もばらつきがある。そしてまた初診料もばらつきが出てくるというところで

ございますので、いましばらく市民の方々の公平性、そういったもの、利用される方の公平

性、それから市町村にとっての公平性、そういったものもさらに見きわめながら考えていくべ

きものだというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず、太宰府市の場合はいつもこうほかの自治体から見て遅れてね、

やってるわけですが、やはり太宰府市は少子化対策として初診料を無料化して、本当に子ども

たちに対する配慮がなされてると。福岡県では、担当課の方に私は全国の部分を出しました

が、担当課では大変忙しい中に初診料の無料化をしてるのは福岡県は１か所しかないという報

告までいただきましたが、特に神奈川県だとか沖縄県では就学前までの初診料の医療費の無料

化を実施しているところですが、福岡県では初診料は有料化になってるために大変な負担なり

ますが、ただしさっき言いますように、４歳までが全員ですね、2,400人が病院にかかるわけ

じゃないんですから、だからその辺は検討できないかということと、やはり私もその自治体そ

の自治体の財政的な問題もあると思うんですね。今、国保の給付支払基金というのが9,444万

6,000円あります。そういう基金を使うということと、それからやはり太宰府市の中にある財

政的にどうするかということで、筑紫野市が論議の末にいろんな意見があったようですが、市

の広報に広告を載せるという問題で財政的な確保を図りたいというのがありましたが、やはり

そういう財政的なものも新たに見つけ出すと。財政的に厳しいという答弁がありましたが、財

政的に厳しいならば市の広報に、企業を含めて広告収入をという形で確保する。 

 それから歴史と文化の環境税もいろいろありますが、そういう環境税が入ってきた、全国か
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らお見えになった方から環境税いただいてる。その中に乳幼児の初診料の無料にするためにあ

る一定支出をするとか、こういうものはやっぱり市民が納得してくれると思うんですよ。環境

税をいただいたわ、そういう状況をどういうふうに使うのかっていったら、乳幼児医療費の無

料化のためにとか、初診料の無料化のために使いますよと、広告収入は初診料に充てますよと

いう、それが内部のあなた方の市民に説得できる一つの基礎だと思うんです。そういうものは

やっぱりまず検討する必要があるんじゃないかというふうに考えます。 

 それから、私、一番の悩みは、私の方の山路議員も質問しておりましたが、未交付世帯、そ

れから資格証明書は少ないんですが、短期保険証とあるんですが、子どもには何の責任もない

と思うんです。やはり滞納世帯の中で４歳未満の乳幼児がいた場合は、はっきり言って子ども

だけには健康保険証は渡していただきたい。世帯主滞納世帯ははっきり言って医療にかかれな

くても、子どもだけの病気を治してやるためには、はっきり言って健康保険証の中の病院に持

っていける、乳幼児医療証と子どもだけの健康保険証、これを渡すことはやはり太宰府市にと

って21世紀を担う子どもたちのためにすべき施策と思うんですが、滞納世帯ははっきり言って

今悲惨な問題もあります。やはりその中に介護を受けたいと思えば、お年寄りもおればやはり

世帯主が、所得のある者が健康保険税を払わないと全部の保険証がもらえないという現状があ

るが、その中で子どもだけでも４歳未満の医療費については医療証と健康保険証を。未交付の

世帯が300世帯、それから短期保険証の世帯が300世帯ぐらいありますが、こういう内容につい

て財政的な裏づけと短期保険証の発行はできないかどうか、その辺を、どちらから回答いただ

きましょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 乳幼児医療証は、現在医療保険各法によります被保険者証、組合

員証または加入者証をあらかじめ申請のときに提出をしていただくことになっております。 

 それで、今現在といいますか、この近年未交付あるいは滞納の方々に前もって乳幼児医療証

を出してるということはございませんが、未納あるいは滞納、そういった方々が出てきました

場合には、納税の窓口、それから給付の窓口、速やかに連係プレーの対応をして、やはりお子

様の緊急な治療ということにつきましては、その相談を受けながら速やかに乳幼児医療証を出

していきたいと、そういう対応でできるのではないかというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） まず太宰府市の３歳未満の医療状況を見ますと、はっきり言って国民

健康保険の加入者と社会保険、共済組合だとか健康保険組合だとかありますが、太宰府市の国

民健康保険の加入者の受診率というのはわずかなんですよ、ですね。だからはっきり言って、

私どもはあなた方としても徴収をするときに、太宰府市は４歳未満まで無料にしましたよと、

あなたは滞納ですけど、もしお子さんが国保の加入者の中に、数少ないと思うんですが、うち

は行政として、あなたのところには４歳未満の方がおりますから、４歳未満の方の保険証と医

療証を現物支給というか、窓口で払わなくていいようなものも出してるんですよということが
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徴収義務にも伝わらなくなりますし、行政としての配慮もしてますよと。 

 だから、今の次長の答弁だとあくまでも納税相談、誓約書、代表質問で私どもの山路議員が

質問しておりましたが、あくまでも900件近く誓約書を書いてもらって、短期保険証を出すと

いう、そしてそれが守られてないということで300世帯が余りいい納税者でないという答弁が

ありましたが、やはり内部的には行政側がやる手法というか、行き届いたという、市長の言う

市民を大切にしたいという中では、そういう４歳未満の滞納世帯についてだけでも、太宰府市

は医療証と子どもだけの健康保険証は渡しますよと、こういう内容をぜひ検討いただきたいの

と、それから1,600万円と私が言っておりましたが、１歳切り上げることによって400万円増え

て2,000万円ということですが、内部的には財政をどうするかというのはそんな大きな金額じ

ゃありませんよ。マンション１戸分ぐらいの金額だし、その辺を内部的にはやっぱ調査をいた

だきたいと思いますが、この問題もあと残りも時間なくなりましたが、市長、私の質問の趣旨

についてご回答いただきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 乳幼児医療の助成制度の問題でございますが、私は基本的には少子化対策の

上から、県下市町村ばらばらであっては好ましくないというような感じを持っております。 

 しかしながら、本市におきます状況等につきましては、いろいろご指摘がございましたが、

周辺市町の状況あるいは本市の財政状況等勘案しながら、今後十分検討してまいりたいと思っ

ております。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） だから、そんなに難しい問題じゃありません。国民健康保険、市長担

当部局から説明を受けたらわかると思うんですが、太宰府市には特別徴収というのが、税金と

いうのは天引きされてる方がたくさんおりまして、社会保険が国民健康保険の乳幼児医療の中

では多いんですよ。国民健康保険の加入者で、４歳未満の児童数というのは大変少ない状況で

す。だから、そこだけには滞納者、そういう資格証明、こういう短期保険証の方でも、あなた

の方にはお子さんがおられますので病院にかかってくださいという、乳幼児だけの健康保険証

と乳幼児医療証が出せるような内容はですね、太宰府市長としてやはり子どものために考えて

ますよと言えるような施策をですね、ひとつ内部検討をいただくことを要求をいたしておきま

す。 

 あと17分になりましたので、最後の回答を受けたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 教育施策方針について、教育委員会からご答弁申し上げます。 

 本市では、第四次太宰府市総合計画を策定し、市民一人ひとりの幸せな暮らしを実現するた

めのまちづくりを推進しているところです。 

 さて、今後を展望するとき、国際化の進展、環境問題の深刻化、高度情報化の進展、科学技

術の発展、少子・高齢化の進行、生活意識の変化、価値観の多様化など、教育を取り巻く社会
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情勢はさらに大きく変化するものと予想されます。その変化に合わせて、教育改革、行政改革

などが進み、学校教育、社会教育のあり方も着実に変化、進展しているところでございます。

教育委員会といたしましても、将来を展望してこれらの教育をしっかり見定めていかねばなり

ません。 

 ご質問にありますように、太宰府市教育施策要綱は、本市の基本的な考え方を、県の教育目

標とか主要施策と整合性を持たせ、年度内に作成し、教育施策の方針としております。太宰府

市の教育は、将来を担う青少年を健全で心豊かな社会の一員として、明るく住みよい社会を醸

成する社会人の育成を目指しております。あわせて学校、家庭、地域が連携して教育の充実に

努めることは肝要であり、より一層の相互連携が必要と考えます。 

 特に、学校教育においては、学習指導要領に基づき、児童・生徒に基礎基本を確実に習得さ

せ、確かな学力を身につけさせるとともに、特色ある教育を展開し、生きる力の育成を目指し

ます。 

 社会教育においては、各社会教育施設の機能を十分に発揮し、子どもたちの生きる力の育成

や地域家庭教育の教育力の向上に努めてまいります。 

 現在、国における三位一体の改革が進む中、本市を取り巻く状況はさらに厳しさが増してお

り、財政改革の取り組みの中で、教育委員会といたしましても、効果的、効率的な行財政運営

に努め、普遍的な教育の理念を踏まえ、長期展望に立った教育施策を積極的に進めてまいる所

存でございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 今、教育長から教育委員会の方針としての要約を回答いただきまし

た。私はいつもこう施政方針を聞きながらですね、太宰府市の教育委員会というのは大変なや

っぱ仕事だなと。あれだけ義務教育として小学校、中学校の児童・生徒を預かってる。それか

ら社会教育だとかいろんな幅広い分野がありましてね。そういう状況の中で、やはり教育委員

会としても、私はやっぱ年度の初めにある一定の文書でもいいですから、教育委員会の方針と

しては、今年の重点的な問題で、さっきも言いましたように、財政問題と教育の問題とこうい

ろいろあると思うんですが、やはり年度初めに。７月に印刷されて私どもに配達されるのはも

う１年のはっきり言って終わりごろなんですよね。だから、終わりごろだし、予算委員会もあ

りまして、今年はこういう研究指定校にしますとかってのは審議はできるかもしれませんが、

ある一定教育委員会としても、教育施策といいますか、方針をある一定年度当初には文書配付

ぐらいはいただけないかなと、予算審議の関係もありますけど。 

 先ほど今大変教育長から太宰府市の教育施策要綱ですか、そして教育行政、この太宰府が学

園都市と言われる、大学もある、高校もあるですね、幼稚園もありますが、ある一定方針的な

もの、こういう質問しなくてもある一定文書配付をされてるということで、議長から言われれ

ば済むことですので、一々言わなくても文書配付ぐらいは当初できないかどうか、その辺を回
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答求めます。 

○議長（村山弘行議員） 教育長。 

○教育長（關 敏治） 例年３月の大体末ごろになりますが、教育委員会で最終的な策定をしてお

りますので、でき上がり次第議員さんの方に配付するようにいたします。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 大変教育長の方からですね、今年はこういう状況ですが、来年度市長

の施政方針があったときに、教育長からは教育委員会の施策方針として、どのような教育行政

を行うかという配付をいただくということで回答がありましたので、ありがとうございまし

た。 

 私、これで一般質問を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（村山弘行議員） 19番武藤哲志議員の個人質問は終わりました。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

              休憩 午前10時52分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、13番清水章一議員の個人質問を許可します。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告をいたしております

健康で生きがいのあるまちづくりについて質問をさせていただきます。 

 私ども公明党太宰府市議団は、先月平成の会と一緒に長野県の上田市で保健補導員制度と東

京都老人総合研究所で介護予防等について行政視察を行わさせていただきました。ともに健康

づくり、介護予防について一定の成果をおさめておられるので、その事業を紹介し、本市にと

って少しでも参考になり、健康で生きがいのあるまちづくりに寄与すればと考え、質問をさせ

ていただきます。 

 市長の施政方針でも述べられましたが、昨年地域福祉計画が策定をされました。素案の段階

でありますが、地域福祉計画策定に当たって太宰府市の理念として、１つ、人間性の尊重、２

つ、自主自立心の強化、３つ、地域生活の重視、４つ、社会的連携の理解の４項目を掲げてい

ます。いずれも大事な項目であり、それぞれが連携をしているわけですが、私は特に２番であ

ります自主自立心の強化に注目をいたしています。健康づくりといっても何が大事かといえ

ば、自分自身であります。すなわち自助をどう育てていくかが今後のポイントのように思える

のであります。 

 そのことを痛感したのが長野県120の全市町村が実施している保健補導員制度であります。

このことは平成16年６月議会でも紹介させていただいたわけですが、現地に行って改めてその

必要性を感じたものであります。ご存じのように、長野県の平均寿命は男性が全国１位、女性
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は３位、１人当たりの老人医療費は90年から13年間全国で一番低く、長寿県、長寿信州とも呼

ばれています。その要因は様々ありますが、その一つに、この保健補導員組織の活動を挙げて

おられます。この制度の特徴は、地区住民の自主的組織として自らの手で健康を守るために自

発的に問題に取り組み、解決を図ろうとすることにあります。単に行政機関のお手伝いだけで

なく、自主的な組織活動を通じて、まず自らの健康意識を高め、さらにそれを地域に広め、地

域ぐるみの健康で明るい社会を築き上げていくことであります。視察した上田市は417名が市

長から委嘱を受けられ、１人が109世帯を受け持っておられます。自治会長の推薦により選出

され、任期は２年とし、その後はＯＢ会として活動をされています。活動内容は様々あります

が、主なものとして７つほど紹介をさせていただきます。 

 １つ目に、研修会等で学んだことを家族や地区の人々に広めること。２つ目に、上田市の健

康づくり計画を推進すること。３つ目に、病気の早期発見、治療のための健診を広め、多くの

人に健診を受けるように勧奨すること。４番目に、40歳健診申込者への受診の勧奨。５番目に

大腸集団検診申込者への容器の配布。６番目に、乳幼児健康診査等への参加協力。７番目に、

健康相談、健康教室への参加を勧めること等々であります。 

 こうした活動を家庭訪問を通じて２年間やるため、何よりも保健補導員自身が健康づくりへ

の大きな学びとなっています。ＯＢを含めると3,000人以上の人が経験を積み、その人自身は

もとより、その家族、そして地域への大きな広がりになっているとのことでございます。本市

においてもこれから地域福祉が重視されていく中で、住民一人ひとりが健康への関心を深め、

学んでいくかが極めて大事になってきます。そうした中、民生委員、児童委員をはじめ、健康

推進委員、食生活改善委員会、福祉委員等の役割は大きく、そうした輪をどう広げていくかが

今後の重要な施策ではないかと考えておりますが、市長の所見を求めます。 

 また、地域福祉計画では、自治会を福祉区と見立てています。自治会は一人ひとりの顔が見

える組織であります。福祉だけでなく自主防災組織構築等の要でもあり、生きがいの場づくり

の中心拠点でもあり、地域コミュニティのまちづくりの柱でもあります。私の住んでる自治会

でも新春囲碁将棋大会を開催いたしました。参加した高齢者の方が「毎日暇をもてあましてい

る。こうしたことを公民館でこれからもどんどん続けてほしい。」との声を聞きました。健康

で生きがいのあるまちづくりで自治会の果たす役割はますます重要になると考えています。市

長の所見を伺います。 

 次に、昨年の６月議会でもお尋ねしました介護予防について伺います。 

 介護保険も平成12年の施行から５年を経過し、今国会で改正案が提出され審議をされていま

す。その中で、軽度要介護者の認定が急増し、しかも軽度要介護者の重度化が進んでいます。

その原因として、高齢者の生活機能、身体機能の維持改善が介護サービスの目的であるにもか

かわらず、結果として身体機能の改善に結びついていないことが明らかになっています。これ

らの方々が介護を必要としないように予防する、介護予防の普及が緊急の課題として上げられ

ました。しかし、介護予防の大切さはわかっているが、具体的なノウハウが自治体になく、東
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京都老人総合研究所は5,000名の高齢者を対象に、10年間の長期間にわたって追跡調査をされ

ました。そして、介護予防についてその集約として目標を２つ掲げておられます。 

 １つは要介護出現率を低下させる。具体的には要支援、要介護１の出現率を低下させること

です。 

 そして２つ目は、介護予防を単なる理念から現実へ持っていくことであります。具体的に

は、効果的な介護予防プログラムを地域で実際に遂行可能な形で実現させることであります。

その集約として作成されたのが、お手元に資料としてある「おたっしゃ21」の介護予防健診で

あります。本市として参考になると思いますが、実施に向けて検討する価値はあるかと思いま

すが、市長の所見を伺います。 

 あとは自席にて最質問をさせていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） まず１点目の、地域福祉についてのご質問にお答えいたします。 

 市長または部長の答弁をということでございますが、私の方からお答えさせていただきま

す。 

 長野県における保健補導委員会等連絡協議会の保健補導員制度につきましては、県下の全市

町村が参画する大規模な組織であり、その活動は大変意義あるものと思います。 

 本市におきましては、健康づくり推進協議会の健康推進員がその役割を果たしているところ

でございます。健康づくり推進協議会の構成メンバーは医療機関、健康推進員、食生活改善推

進委員会、区長協議会、社会福祉協議会などで、健やかで安心して暮らせるまちづくりを目指

した地域保健計画の推進、実現に協力をいただいております。地域での健康に関する住民の声

を行政に伝え、地域に合ったやり方で健康づくりを広め、私たちの健康は私たちの手でと各委

員さん方が自らボランティアとして地域の活動に積極的に取り組まれております。 

 現在策定中の地域福祉計画を推進していく中でも、今後さらに地域、自治会等との連携が重

要と考え、これら各分野の委員さん方には地域福祉活動を担っていただく重要なメンバーであ

ります。市として連携はもちろん、今後も地域活動の指導と支援を行ってまいりたいと考えて

おります。 

 次に、自治会についてでございますが、住民の地域福祉活動の組織的な基盤であり、日常的

な横の結びつきにより社会的な孤立をなくし、交流と対話、協力のまちづくりを目指す福祉区

と見立てております。 

 続いて、健康で生きがいのあるまちづくりについてでありますが、その一つとして老人憩い

の場の整備事業を実施いたしております。高齢者の憩い、集える場としての設置ではございま

すが、高齢者のみならず、民生委員、児童委員、福祉委員、長寿クラブ等を中心に地域での健

康づくり、語らいの場、世代間交流の活動の場として自治会においても積極的に活用方を検討

していただき、地域の特性を生かしたまちづくりの場としてご利用いただきたいと願っており

ます。 
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 次に、２点目の介護予防についてのご質問にお答えいたします。 

 介護保険制度改革の中でも予防重視型システムへの転換が叫ばれており、要介護状態の軽減

や悪化防止に効果的な、軽度者を対象とする新たな予防給付が創設される予定でございます。

介護予防健診のほかにも高齢者筋力トレーニング等、様々な介護予防プログラムが予定されて

おりますが、このような介護予防サービスの財源構成につきましては、現行の給付費の財源構

成と同じで、１号保険料、２号保険料と公費で賄われることになり、平成18年度からの次期介

護保険料に少なからず影響を及ぼすこととなります。 

 どのように予防を行っていくかが本市として重要な課題でございます。例えば筋力トレーニ

ングはマシンなどなくても方法を工夫すれば、その効果は十分に期待できるという九州大学健

康科学センターの助教授による実践報告もあるようでございます。財政状況が厳しい中での可

能な取り組みといたしましては、こういった大学と連携し、比較的費用がかからない介護予防

事業を計画し、また民間活力などを最大限活用しながら推進していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） まず最初にですね、健康で生きがいということで質問通告させていた

だいておるんですが、まず健康という概念ですね、このことについてですね、要するに健康と

いえば、ただ単なる身体的なものじゃなくてですね、やっぱり生きがいがあるということで思

ってるわけですが、本市の地域保健福祉計画の中に、健康とはただ疾病や障害のないだけでな

く、身体的、精神的並びに社会的に完全に快適な状態であると。これはＷＨＯ憲章の全文を引

かれておるわけですが、今から質問するに当たりまして、この辺のきちっとした、要するに健

康に対しての位置づけっていうか、こういうスタンスでおるということをまず確認しておきた

いんですが、よろしいですか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 今議員さんがおっしゃいましたとおり、ただただ疾病や障害のみ

ならず、身体的、精神的にも快適な生活ができるという、そういう状態を続けられるというこ

とが健康であるということで、私ども行政的にも市民の皆様方の健康問題に取り組んでいると

ころでございます。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 今、本市におけます健康づくりについてのご答弁をいただいたわけで

ございます。11日に代表質問が行われまして、各会派共通して質問があったのが財政の問題で

ございます。私この一般会計もそうでございますが、特別会計の方にちょっと目を向けてみま

した。医療、介護っていう形があるわけでございますが、比較してみますと、平成17年度の当

初予算で205億円の一般会計、平成10年に戻ってみますと、これが大体約200億円、決算として

は215億円の一般会計が上がっております。一般会計はそうでありますが、じゃあ医療、介護

はどうかと見てみたときに、平成10年の、まだそのときは介護保険が導入されておりませんで
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したので、国保と老人医療っていう形になりますが、それで当初予算で101億円、決算で約

95億円です。この流れが、一般会計はほぼ当初予算で見ても横並び、平成10年の決算と比べま

すと10億円ほど一般会計は減っとるわけです、平成17年度は、平成10年に比較しますと。だけ

ども、この特別会計はどうなってるかといいますと、101億円が現在の、今回出されておりま

す医療、介護合計で大体134億円、平成10年の決算が95億円でございますので、決算に比べま

すと特別会計は約40億円ほど伸びておるんです。こういう実態を見たときにですね、今言われ

たこの、要するにいかにしてこの特別会計に、私たちはやっぱり目を向けていかなくちゃいけ

ない。それは何かと、やっぱり健康づくりっていうことなんです。この健康づくりっていうの

は非常に、この財政にもですね、当然これだけ負担が多いということは、一般会計の繰り出し

も多いわけですね、そこにどんどんどんどん行くわけです。さらに一般会計だけじゃなくて、

市民本人の個人負担も保険料も上がっていくということになるわけですね。だから、個人の保

険料は上がる、あるいはまたサービスを切る、そういうことになってくるわけですので、私は

お金だけの問題じゃありませんけども、やはりこれから考えていったときに、いかに健康づく

りが大事であるか。それは今回だけではないです。これは平成10年から現在の比較の話です

が、これは予測されてますし、またこれからさらに大変な時代が来るわけですね。2011年から

2015年まで、医療、介護だけで、団塊の世代の人たちが退職して出ていくわけでございます

が、私たちの世代になるわけですけども、約８％ほど医療、介護が伸びるだろうと言われてい

るわけですが、そういったことがですね、本市の施策の中でどういう形で今後ですね、こうい

う、今言ったような将来的にもそういうのが進むのかですね。その辺は試算か何かされてるん

ですかね、今後どうなるか、医療、介護費は。国はいろんな形で言ってます。もう国民健康保

険ももたないので、もう県に一本化したらどうかとかですね、いろんなことを言ってますが、

単なる、今までの施策だけでいいのかっていうことなんです。これをどうするかってなってき

ましたら、もう私たちがやれるというのは健康づくりしかないわけですね。そういった視点か

ら質問をさせていただいてるんですが、将来的な見通しはどのように考えておられるか、まず

この１点からお聞きします。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 介護保険の将来的な財政的な見通し、検討はしているかというこ

とでございます。平成18年度から改正ということになりますので、今短期的な分につきまして

は平成17年度分も早目に予測を見込んで、今後の介護保険制度の改正に向けて介護保険料をど

ういう検討をしていくかというあらあらの試算はいたしております。まだ５年先、10年先のと

ころまでの試算はいたしておりませんけれども、平成16年度の半ばぐらいのところで平成17年

度の見込みの試算はいたしております。 

 それから、今いろいろお話になられましたように、今後皆さん高齢化になって介護予備者、

予備軍の方々がますます増えるであろうと。そういうことは、先ほどの最初の答弁で申し上げ

ましたように、地域での健康づくり、福祉でまちづくりが一番大きなキーポイントになってく
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るというふうに考えております。それで、この分につきましては、特に健康福祉部におきまし

ては保健センター、すこやか長寿課、それから国保年金課、それぞれのところ常に情報交換し

ながら今後介護予防、どういったところに力を入れていくかということで、今年度の予算の前

にもきっちり課長、係長で事前の協議をしながら、目標を決めながら予算を立てております

が、今後もそういった、まずは内部的なそういう認識をきちっと確認し合って、それから先

の、今後の介護予防をどうやっていくか、お互いにどこが協力して、ただ１課だけでは解決で

きる問題ではございませんので、やはりまず内部的に共同作業を行い、そしてこの地域で健康

づくり、地域で福祉のまちづくり、そういったものに臨んでいきたいというふうに考えており

ます。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） これから恐らく増えていくのはもう間違いないと思います。私はやっ

ぱり少しでもですね、そういったことを予測してですね、もう10年後、20年後たって、私たち

がなってからじゃ遅いわけですので、今からしっかりとやっぱりそういう財政問題も含めてで

すね、やっぱり市民一人ひとりがどこまで自覚できるか、そういった制度をですね、やはり従

来の政策からある程度展開していかなくちゃいけないんじゃないかっていう思いをしてるわけ

です。 

 なぜそういうことを、この長野県のこの保健補導員制度を出したかといいますとですね、平

成14年度の１人当たりの医療費があるわけですが、ちょっと国民健康保険の一般退職について

の比較が、ちょっと長野県はありませんでしたので、老人医療だけでちょっと比較させていた

だきますけども、太宰府市が平成14年度の１人当たりの国保の老人医療が81万2,232円、福岡

県が90万円、太宰府市としては県下で97団体中、低い方から24番目という形になってます。こ

れ見ましたら、市でどうなのかと。太宰府市はほかの市ではどうなのかっていったら、太宰府

市は市の中では一番低いんですね。本当に努力されてるなっていうことでですね、敬意は表し

たいと思ってますし、今後も頑張っていただきたいと思います。ただ、福岡県下の中で、市で

見るとそうかもわかりませんけども、福岡県全体がもうめちゃめちゃ高いんですね、90万円。

全国平均が74万円なんです、国保のですね、１人当たり。長野県が60万円なんです。私は、だ

から今までの従来の施策のままでいくと、医療も介護も膨れ上がっていくんじゃないですか

と。だから、少なくとも全国平均は74万円、長野県は60万円。60万円っていうのはそこはやっ

ぱりそこなりに低い、今同じ国の制度の中でやってるわけですから、同じ国の制度の中でやっ

てて低い、全体的な平均として低いと。もちろん高いとこもありゃ低いとこもあるわけですけ

ど、全体の平均として60万円。81万円と60万円というたら全然違うわけですね。保健補導員制

度そのもの自体があるからじゃないと思いますよ、もちろん就業率の問題だとか環境の問題だ

とか、食の問題だとか、いろいろありますけども、私はこういったことをやっぱ学んでいくべ

きではないかと、こういうように思うわけですが、さっき、今までのことをやろうとされてま

すけども、これから地域福祉計画をやっていくその中で、保健補導員じゃなくてもですよ、そ

－151－ 



ういった制度を、自分自身が家庭訪問していきますので、体験することによっていろんなこと

を学んでいくんじゃないかと。やっぱり従来の施策を少し変えていかなくちゃいけないんじゃ

ないかという思いはするわけですけども、そういった意味で、いかにやっぱり数字だけで見て

ですね、いいわけじゃありませんが、健康づくりっていうのはこれから考えていったときに非

常に大事じゃないかなというように考えております。 

 去年の６月議会で、実はこのことにつきましてですね、保健補導員のことについて質問して

ますけども、９か月ぐらいたったんですが、何か調査していくとか検討していくとか、地域福

祉計画の中で考えていきたいとかというようなことを答弁されてますけど、ご研究なされまし

たでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（古川泰博） 先ほど予算的な長期計画というところで、どういう計画をしてるの

かというところなんですが、長期的に展望を持って財政計画をしていくっていうのは当然のこ

とだろうと思いますが、平成17年度から地域福祉計画を、どういう内容でやっていくかという

具体的なものを出していきたいというふうに思っております。 

 それで、計画ということもあるんですが、平成17年度から事業として立ち上げていこうとい

うことが１つございます。介護予防事業としてですね、名前はちょっとまだ決めてないんです

が、まほろば会という、仮称なんですが、そういうものを公的にやっていこうというふうに考

えておりますし、もう一つは水中歩行ですかね、そういうものも取り入れていきたいというふ

うに考えております。 

 それからもう一つ、健康推進委員さんという組織があるんですが、その中で健康についての

取り組みをどうやっていくかという協議をいただいておりますし、その中でもいろんな意見を

具体化していこうというふうに思っております。 

 それから、先ほどの介護予防のところで答弁した中で、九州大学の健康科学センターの助教

授の方なんですが、そちらの方に、介護保険制度が平成18年度から変わろうというところで、

いろんな取り組みをやっていかなければならないというとこなんですが、特に軽度の方につい

ての取り組みが必要じゃないかというところでですね、その取り組みについては一刻も早く取

り組みが求められているというとこでございますので、この九大の方からいろいろな指導を受

けて取り組んでおられますのが前原市、小郡市、香春町、基山町というところが具体的に取り

組みをやってあります。これは前原市なんですが、長野県と同じようなことだろうと思うんで

すが、骨筋鍛えて転ばんばいという名前でですね、前原市健康づくり支援事業というのをやっ

ておられます。 

 それで当市としても１つ具体的な取り組みをやっていこうというところで、助教授の堀田先

生なんですが、そちらと直接お会いしまして、当市も介護予防の事業をやっていきたいという

ご相談をしましたところ、快くですね、協力をしていきたいということの返事をいただいてお

りますし、財政的なものもかなり厳しい状況がございますので、余り費用をかけなくて取り組
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めるものがあればですね、先ほどの答弁の中にもありましたが、トレーニングマシンを使わな

くてもですね、場所としては公民館を使ってお年寄りに来ていただいてですね、やれる訓練と

いうんですかね、そういうものもあるというお話も伺っておりますので、そういう具体的なも

のをですね、立ち上げていきたいというふうに思っております。 

 それで、目的というのは医療費の削減という、削減というのは余りいい言い方じゃないかも

しれませんが、医療費を抑えていくというところが重要だろうと思ってますので、そういうも

のに取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 私が一番言いたいことは、先ほども申しましたように、一番最初、冒

頭申しましたように、どれだけ健康づくりに本人自身が、最終的にいろんなことやったとして

もですね、参加しないとだめなんです。だから、これからの健康づくりっていうのは、やっぱ

りどれだけ多くの人々にこの健康ということを知っていただくか、自覚をしていただくか、そ

のことが今後の施策として最重要じゃないかということを、私は申し上げているわけです。そ

の中の一つとして、うちが健康推進員であったり食生活改善推進委員であったり、その人たち

が何かをするんじゃなくて、その人たち自身が学ばれると。だから、そういう輪を大きく広げ

ていったらどうかということをですね、言ってるんです。 

 もともとこの保健補導員制度っていうのはどういう組織かっていいますと、もともとは長野

県では保健師さんがいらっしゃって、なかなか一人では、保健師さんだけでは対応できないと

いうことで、生活習慣病の予防対策、あるいは母子保健、そういったことを保健活動の、言う

なら補助的というんですかね、そういう形で２年間おやりになられるわけです。２年間ですの

で、半分ずつかわっていくということですが、昭和47年からですね、平成15年まで、大体毎年

400名、ずうっと推移があるわけですけども、9,000名の方があります。これはちょっと年度ご

との計算ですので、ダブってる分もあるかもわかりませんが、それも4,000名近くの方が体験

されているのかなということです。 

 こういうことで、長野県が医療費が安いっていうか、低いっていうことで、この保健補導員

さんに目を向けて博士論文を書かれている方もいらっしゃいます。いろいろあるわけですが、

簡単にですね、ちょっと今後の参考に私はなればと思いましてちょっと紹介させていただきた

いと思いますが、この保健補導員さん自身の体験の研究発表があるわけですが、保健補導員活

動の積み重ねによる成果ということで、大腸検診あるいは40歳健診がありますけど、ちょっと

紹介させていただきたいと思います。「昭和59年から始まった大腸検診も21年目となり、平成

９年には施設健診も導入され、訪問の件数は激減したものの」、次ですね、「足を運ぶと皆心

待ちにし、手渡すのを待っていてくださり、昨年の健診以降の様子を話してくださり、感謝の

言葉をいただいて帰る道々はとてもうれしくやりがいを感じます。」あるいは40歳健診の体験

ですが、「人生の折り返し地点である40歳の節目の時期に、健診をはじめとする市の保健事業

や生活習慣病等の健康に関する情報を提供し、壮年期死亡の減少を目指し、これからの健康づ
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くりに役立ててもらうことを目的として、40歳の全対象者を訪問してます。」全員ですよ、

40歳。「訪問することで受診につながる人も多く、希薄になりがちな地域の中での人と人との

つながりの大切さを感じることができました。」と、こういうようなことですね。そして、最

後の集約として、「これらの活動を通じ、だんだん年を重ねていく上で大切な健康づくりにつ

いて学ぶことができ、元気で長生きするためにも、自分の健康は自分で気をつけ守っていかな

ければいけないと思うことができました。この取り組みが家族に、そして地域へと広がってい

かれるよう、そのきっかけづくりとして‘ひと、まち、げんき、健康うえだ21’のテーマソン

グと健康体操を普及させていきたいと考えてます。」って、これは「健康うえだ21」ってテー

マソングを市長さんが歌を歌って、そしてテープに入れて、ＣＤに入れて、「健康うえだ21」

っていうことで、まち挙げてやってるわけですけどね、そういうような活動体験を紹介させて

いただいてるんですね。 

 だから、私はこれから、役割が、健康推進員さんや食生活改善推進委員さんだったりするだ

ろうと思いますが、これをやっぱりもう少し輪を広げていく。せっかく地域福祉計画になりま

す。地域コミュニティづくりもやります。自治会があります。自治会もいろんなことで考えて

忙しいと思いますけども、やはり一人でも多くの人たちをつくっていくことによって、最初は

大変だと思いますけども、これからせっかく地域福祉計画つくるわけでありますので、やはり

その中にやっぱり自主的なこういった、だからこういう情報を提供していくっていうのが市と

しての役割じゃないかと思います。私はあくまでも健康はやっぱ個人がどこまで自主的にやれ

るか。集まりなんかでも見ましたら、やっぱり同じ人が来るわけですね、勉強会とか何か行っ

ても、いろんなとこに関心ある人は大体同じ人が来てるわけです。これが１つ、そういう形で

ぜひやっていただきたい。 

 それとあと、今年の新春のさきの囲碁、将棋大会を紹介したんですが、これとあわせて、３

回か４回ぐらいやってるんですけども、３年ぐらい前から今度はマージャン大会っていうのを

やり出したんですね。最初は３卓ぐらいしか自治会で集まらなかったんですが、なかなかメン

バー集めるのも大変ということで、でもしかしどうにかこうにか４卓集まったと。今年はまた

減るだろうって思ってましたら、６卓、24人の方が来られたんです。終わった後簡単に懇親会

やるわけですけども、皆さんやっぱり喜んでおらっしゃるわけですね。こういうことをどんど

ん進んでほしいと。これからモデル地区っていうことで、いろいろ地域福祉計画の中で本市も

やろうとされてますが、ぜひそういったことの取り組み等をやっぱり紹介してやっていただき

たい。結局、地域保健計画の中にありますけども、あらゆるところに参加してないっていう方

が43％もおられるとあるんですよ、この地域保健計画の中に。こういう人たちをどうこの生き

がいづくりの中に、私どもの方として引っ張り込んでいくかと。それはもう地域で顔が見え

る、自治会の役割というたら非常に大きいと私は思っているんですね。そういう意味で、先ほ

ど、やっぱりこれからのそういった人たちをどうやってこの自治会のそういう集まりに出して

くるか。もう本当おっしゃってた、もう私は毎日毎日暇で仕方がないけん、これ毎月やろうや
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ということで、毎月やるような形で同好会もできたりしてるわけですけども、私はそういうよ

うなことをできるだけ、今後この地域福祉計画の中で、私は健康づくりに進めていってほしい

と、このように思うわけですが、いかがでしょうか。政策を少し転換せないかんと思う。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 今後提言いただきましたようなこと、全行政区ではございません

が、十幾つかの行政区でも高齢者のサロン的な支援の場、活動の場ということで今取り組みを

なさっております。そういったところで健康体操ですとかカラオケ大会ですとか、健康相談、

それから世代間交流、そういったようなことがなされております。そういったことを進めてい

きたいと思いますし、昨日も、昨日の分はまだ地域での主催ということではございませんでし

たけれども、地域の取り組みと行政と一体になって、今おっしゃいましたような健康推進員、

食生活改善推進委員、区長さん、民生委員さんが地域で一緒に健康問題、福祉問題を取り組ま

れた分の実践を報告し、そしてその中で、ただただ健康問題だけではなくて楽しく生活をして

生きがいにつながるという、そういう活動の報告、そういったものがございました。それがま

さに、今から福祉でまちづくりを進めていく、そのものだというふうに思っておりますので、

市としましても今後そういった地域での活動をより多く広めていこうというふうに考えている

ところです。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 国も今までどちらかというと基本健診だとかですね、２次健診、ある

いは３次健診って形で、介護予防もどちらかというと３次健診じゃないかと言われとるわけで

すね。また、これ65歳以上の方が対象ですので、やはり65歳になる前からですね、もう乳幼児

からですね、やっぱり大人まで健康づくりをやっていく、要するに１次予防のそういう健康づ

くりが、国も健康日本21というのをつくってですね、そして普及を一生懸命させております。 

 この地域保健計画が平成11年からですか、平成12年ですかつくられまして、５年ごとの見直

しっていうことで書かれております。介護保険の制度も変わるということもありまして、この

健康日本21をつくっていこうっていうことで、上田市っていうのは「健康うえだ21」っていう

のをつくられてるわけですが、次から次につくらないかんのがたくさんあって大変だとは思う

んですが、この辺のところの、これはやっぱり地域保健計画の見直しを当然おやりになってら

っしゃると思うんですが、この健康日本21を参考にしておやりになってらっしゃると思うんで

すけど、どうなんですか、進捗状況、ちょっとお聞きして、次に移りたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 地域保険計画の実施計画を、平成14年度から５年ごとの周期で作

成しております。今現在平成14年度から平成18年度の実施計画に基づいて実施をいたしている

ところでございますが、今おっしゃいました健康日本21が、本市で作成いたしました地域保健

計画と同時期でございました。大体国が言っております健康づくり、健康計画とほぼ同じよう

なことを掲げておりますけれども、やはり少し不足してる分等ございますので、これはこの、
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その都度の実施計画あるいは毎年度の計画の中で追加等をしながら、修正をしながら実施をし

ているところでございますが、今後におきましても内容等追加補足しながら実施をしていきた

いというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 時間がありませんので、介護予防の方に入らさせていただきます。 

 資料の方をお渡しさせていただいております。先ほど回収って申しましたけど、これ特許出

願中ということでありまして、大いにＰＲはしていただきたいということを、東京都老人総合

研究所は言ってまして、ただコピーをずっと、あっちこちに広まるのは、特許出願中でござい

ますのでご遠慮いただきたいということでしたので、コピーについては回収をさせていただき

たいと思います、後で。これは議長の方から話がありました。 

 いよいよ介護保険も改正案が今国会で審議されてまして、介護予防にかなりシフトするよう

な形になるわけですね。この東京都の老人総合研究所に話聞きますと、かなりこちらの方で実

践された分が、この介護保険の改正の中に生かされているというようなことをお聞きいたしま

した。これはどういうことかといいますと、まず介護予防といってもまずどういう状況なのか

ということを知らなくちゃいけないですね、自分は今どの部分にあるのかと。老化っていうの

があるわけですが、今日ちょっと来る前にＮＨＫで言ってましたけども、老化っていうのは年

をとるのが老化じゃない、理想を失うのが老化ということの話しされてましたが、ここで言う

老化っていうのは、年をとっていく形での老化のサインっていう形になると思いますけども、

65歳以上の方が対象になるかと思うんですが、まず７つぐらい大体言われてる分があるんです

か、生活習慣病とは違う形ですけどね、老化。要するに自分の身の周りをすることがおっくう

になった。一つは生活機能低下ですか。それから、ちょっとしたところでもつまづいて転びや

すくなったと、これ転倒骨折、これが寝たきりの原因になると。それから、物忘れが激しくな

ったっていうことは痴呆とかうつ。それから、不意に尿が漏れることが多くなった、尿失禁。

食事が単調になった、低栄養。外反母趾や爪の変形で歩きにくくなった、足のトラブル。うま

く噛むことができなくなった、口腔状態の悪さ。こういうような老化のサインがあるそうで

す。これを、自分は自覚してないわけですね。そういうぐあいになるような、少し物忘れがひ

どくなってきたなとかという形がありますが、これを今どういう状況にありますかっていうこ

とで自分でチェックする。これですね、さっき話した、これ簡単でありますけど、20分ぐらい

でできるそうです、全部やると。だけど、ここまで来るには5,000名の高齢者の方々の追跡調

査をやって、いろんな科学的分析をやった結果として集約して、自治体の皆さん方が余り悩ま

んでいいようなという形でつくられたのが、この「おたっしゃ21」なんです。これずっと自分

でつけていきますと、合計点で、例えば５点以上、私これ合計点で合格点て最初見たとき何か

なと思ったら、合計点ということで、５点以上ある方は虚弱だとか転倒だとかあなたは尿失禁

で気をつけなさいと、こういう症状が出てますよと。私も２番目に目を開いて片足で立つこと

ができる時間は20秒以上と書いてあるんです。これやってみましたけど、なかなかできないん
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ですね、これ、もう老化のサインかなと思ったりしますけども。こういうようなことが簡単に

書いてあるわけです。これをやって、そして介護予防をやっていくという仕組みになってるん

ですよ。あなたは虚弱ですよと。じゃあ虚弱でしたらどうしますか。じゃあ筋肉トレーニング

をやりましょう、転倒しょったら筋肉トレーニングをやりましょう、あるいはストレッチをや

りましょうという形で、その人に応じた形でこの介護予防のプランができると。だから、介護

にかからなくて、そして目的は、ただ筋力がつけばいいとかというもんじゃなくて、買物な

ど、行きたいところに行けるようになると、そういったことが目的にあるわけですね、参加を

すると。こういうような形があるわけですが、これからの部分で介護予防の改正案も待たれる

わけですけども、どうでしょう、何かもう少し今から研究されてるとは思いますが、参考にな

りませんかね。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） すばらしい介護予防健診「おたっしゃ21」をご提示いただきまし

てありがとうございました。このような分を、今後各地域あるいは自治区で健康教室を展開し

ていきます中で、その教室の始まります前とか２時間程度しましたその終了時とかに、今のこ

のご提示の分のこういった内容のものをそれぞれに確認していただく、そしてご本人が当日、

あるいはまた次の健康教室のときに、どれだけ健康度が普通の体力に戻ったかということが確

認できるような、そういった健康度チェックができるような健康教室の推進を考えていきたい

というふうに思います。 

 それから、それだけでは楽しくないでしょうから、昨日も、やはり今流行の歌謡曲とかに乗

せて、いすに座ってでも、あるいは立ってでも、どちらでもできる簡単な体操ですね、盆踊り

までとはいきませんが、そのような、老いも若きも一緒に楽しめるような、そういうものも取

り入れながら健診チェックを進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 昨日福議員が言ってましたけどね、確かに参加を呼びかけるという

ことも大事でしょうが、やっぱりそういうようなお集まりがいろいろあるですね、お集まりが

あるようなところにも参加をしてですね、そして情報を聞いて、そこに行ってやるという方法

もありますので、これは上田市のお話を聞きますと、そういう方法でやってますと、元気づく

りの中で、人を集めるばっかりじゃなくて、人が集まっているところに行って、こういう形で

いろんな普及をしてますということもありますので、その辺のところもご検討をしていただき

たいと思います。後でご回答をいただきたいと思っております。 

 それから、新しい介護保険の改正案が出てるわけですが、この中で介護予防事業っていうの

があります。その一つに、先ほど申しました老化のサインの現象を受けとめるのに、介護予防

のスクリーニングの実施っていうのがありますね、介護保険の改正。要するに、今言ったよう

な形ですよ。どういう形でどこが悪いのかいいのかっていう選別はしなくちゃいけません。そ

ういうようなことをやる予定だと。そして、その一人ひとりとのことをやることによって介護
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予防のケアプランを立ててサービスをするという形でやるわけです。これ市町村がやるように

なってるわけですが、中には包括支援センターなどに委託可能っていうことで書いてありま

す。改正案では平成18年４月施行を原則にってことで言ってるわけですが、間に合わなければ

平成19年度末までに条例を定めるようになって、そのようになっていると思ってます、改正案

ではですね。そこで市としてこういうような地域包括支援センターなどの、これはしなくちゃ

いけないんですが、最終的には中学校に１か所という形の考えが国としてあるみたいですが、

太宰府市としては大体いつごろこういう形で、今検討か、まだ法律は通ってませんけども、も

ういろんな形で改正案みたいなのが来てると思います。これから国会でやることだと思います

が、幾らか検討をされてるのかなとは思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） これからの平成18年度の改正に向けてということで、いろいろ国

等の方から指導書等が参りました中で検討を進めてまいりますので、今後平成18年度に向け

て、今からの検討ということにいたしております。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 先ほど「おたっしゃ21」の部分でですね、参考にするっていうことで

言われましたので、東京都の千代田区っていうとこがありまして、これが東京の「おたっしゃ

21」の実践をされてですね、モデル事業としておやりになってらっしゃいます。この中で、こ

の東京都千代田区は、それ以外に、今「おたっしゃ21」はおおむね65歳以上と、それ以外に

「ハッピーライフ100」っていうことで、目標は介護予防で100歳まで生き生きというのが、こ

の千代田区の目標だそうですが、70歳、75歳、80歳、そういう方々も対象に、より細かいや

つ、面接とかそういう形でおやりになっていらっしゃる。それで、この介護予防で100歳まで

生き生きという形の中で、先ほどから私非常に気になるご発言があるんですが、財政が厳し

い、だからできるだけお金のかからないやつをっていう話があるわけですね。だけど千代田区

はですね、やっぱり介護予防にはそれなりの一定のものが必要じゃないかと。介護公園とし

て。公園にリハビリに関係のある部分を設置したりしてるわけですが、今非常に財政が厳しい

っていうことで、介護保険はどんどんどんどん保険料は膨らんでいってるわけです。これから

一番大事なのは介護予防なんですけど、大体介護保険料に対して介護予防ってどのくらいのお

金使ってるんですかね、市として。 

○議長（村山弘行議員） 健康福祉部次長。 

○健康福祉部次長（村尾昭子） 正直申しまして、それぞれの課で事業をやってる分をこの分この

分ということでたし合わせておりませんので、今ここには持ち合わせておりません。 

○議長（村山弘行議員） 13番清水章一議員。 

○１３番（清水章一議員） 予算書で見ますとるる書いてありまして、介護ケアプラン作成料24万

円使ったりしてるわけですよ。いろいろ生きがいの中でも96万円とかあるわけですが、こんな

もんかなと思って、私が予算書見る範囲においてはえらい少ないなという形でちょっと思った
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わけですが、言われてるんです、これ。介護保険には物すごく金使うけども、予防にはほとん

ど使われてないと。だから、さっき言われましたように、将来的なことを考えていくと、私は

ある程度介護予防にお金を入れることによって介護にかからない、そういうこともありますの

で、確かに財政が厳しいかわかりませんけど、トータルで見てどうかっていうことを考えてい

ただきたいと思います。 

 時間がありませんので、最後にですね、私市長にお聞きしたいんですが、これ千代田区はで

すね、目標があるんです。私はさっき申しましたのは、老人１人当たりの国民健康保険も福岡

県下では低いけども、長野県なんかと比較すると非常に高い。やはりある程度の目標も持って

ほしいと思うんです。千代田区はどういう目標を掲げてるかといいましたら、私はびっくりし

たんですが、介護を必要としない健康寿命を全国１の水準にすることを目指すと、こう言って

るんですね、新聞に堂々と載ってます。これは私やっぱ財政の問題がありますので、これは市

長の考えです。市長がどう健康づくりだとかそういった介護予防等にですね、トータルとして

健康で過ごせるっていうことは、即、さっき言ったように生きがいづくりでございますので、

お金の問題だけじゃないけども、やっぱ介護公園をつくったりとか、そういったことにも視点

を入れてやっていく必要があるんじゃないかなと思うんですけど、さっきからそういう話が、

お金がないから、お金がないからという話ばっかりですので、大事なことですよ。病院にかか

ってしまえばかかるわけですから、私市長のお考えを最後お聞きして終わりたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 今長寿高齢化の社会でございますが、長寿化というのはただ加齢を重ねるん

じゃなくて、私は健康なお年寄りであってもらいたいというのが願いだと思います。今申され

ましたように、まず予防措置というよりも、本当にお年寄りの皆さん、我々も含めてでござい

ますが、自分の健康は自分で守る、これが基本だと思います。そして、自分ができることから

少しずつでもいいから健康づくりに継続してやっていこうと、そういうまずお年寄り一人ひと

りのそういう自覚というか、希望、誓いを持っていただきながら努めていただきたいのが私の

願いでございますが、基本的に健康なお年寄りが生きがいのある生活をできるというのは行政

全般にわたると思います。朝の散歩をする散歩道の整備とか、あるいは公園の、おっしゃるよ

うな予防のための施設だとか、いろいろあるかと思いますが、まず生きがいづくり、地域のコ

ミュニティづくりも大きな柱になるかと思います。総合的に生きがいのある健康なお年寄りが

一人でも増えるような施策には意を用いていきたいと考えています。 

○議長（村山弘行議員） 以上で13番清水章一議員の個人質問は終わりました。 

 冒頭申し上げましたとおり、清水議員の発言の際の参考資料につきましては議員、執行部と

もに机の上に置いて、お願いをしておきたいと思います。 

 13時まで休憩に入ります。 

              休憩 午後０時06分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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              再開 午後１時00分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１番片井智鶴枝議員の個人質問を許可します。 

              〔１番 片井智鶴枝議員 登壇〕 

○１番（片井智鶴枝議員） ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまし

て財政健全策について４点質問させていただきます。 

 平成17年度の市の予算案が今議会提案され、予算審議がなされますが、その内容を見てみま

すと、前年度比10.5％という大幅な削減がなされた超緊縮予算案になっています。歳出を見直

し、大幅な削減をしても、その財源不足は解消できず、財政調整基金から3億5,000万円繰り入

れしなければ予算が組めないという、市の財政状況はまさに危機的状況にあると言えます。今

年度も地方交付税は削減されていますが、一方で三位一体改革に伴う一定の税源移譲などがあ

り、総額としての減少額は緩やかになっています。また、景気回復で減少傾向が続いていた地

方税収もかなり回復しているなど、好転材料も見受けられます。しかしながら、太宰府市のみ

ならず、多くの自治体の今後の財政運営の先行きは不透明で、さらに続く地方交付税の削減、

財源不足を補う各種基金の軒並み減少、起債償還の増加などが財政に重くのしかかってきま

す。 

 では、このように極めて厳しい財政状況でありながら、今年度の予算編成に当たり、市が示

している削減案など、内容を見てみますと、抜本的な見直しとは言えず、対処療法的対応であ

り、財政の健全化を図りつつ、長期的な視野に立った財政計画がなされているのかといいます

と、疑問に感じています。特に、今年度は今議会の初日に発表されました市長の施政方針の中

でも述べられていますように、公共施設の使用料など、市民へ直接影響を及ぼす改定案も提案

され、財政難が市民への負担となって、様々な分野で重くのしかかってきます。現状のような

厳しい財政状況では行政内部においての費用削減への努力はもちろんですが、それだけでは限

界もあり、議会もその本来の役割であるチェック機能を十分果たしつつ、市の行財政改革を後

押しし、さらに情報公開も進めなければならず、また市民の側もあれもこれもの過剰な行政頼

み体質を脱し、事業や給付の縮小、廃止を受け入れる覚悟も求められるなど、言いかえると、

それぞれの立場で痛みを分かちつつ、財政破綻を阻止しなければならない状況まで市の財政が

悪化しているということであります。 

 さて、このように市の財政が危機的状況であるという市の説明を受けるまでもなく、財政の

健全性をあらわす経常収支比率をはじめとした様々な数値を見れば、逼迫した財政事情である

ことは明白の事実であります。 

 では、このような状況にありながら、果たして財政危機を乗り越えるため、市長以下全職員

が一丸となって取り組まれているのかどうかということになると、そのあたりがどうも見え

ず、財政再建を必ず果たしていくんだという強い姿勢が伝わってまいりません。いま一つ説得

力に欠けているのです。これでは、これまでも市の財政の実情を具体的に知る情報の提供もな
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く、財政難の一言で切実な要望なども受け入れてもらえなかった市民が、直接、間接的な新た

な負担を知れば、これまで以上に市に対して不満を募らせ、不信感を強めていくことは避けら

れません。 

 では、質問の第１点目として、市の財政の現状について、その悪化はどこまで進んでいるの

か。自治体の破産とも言える財政再建団体に転落の懸念はあるのかどうか、わかりやすくご説

明ください。 

 ２点目は、行政運営のスリム化についてお尋ねいたします。 

 このことは、三次にわたる行政改革大綱にも、組織機構の簡素化、効率化という文言で盛り

込まれています。組織はもともと膨張し肥大化していくというものであり、絶えず意識して改

革を進めていく必要があります。既存のあり方にとらわれることなく、簡素で効率的な組織を

目指し、円滑で柔軟な事務事業を進めていくことは、結果として市民への行政サービスの向上

につながります。 

 このように、行政内部の組織機構の簡素化、スリム化は重要な課題ではありますが、ここで

はその組織ではなく、現在市民への行政サービス、言いかえれば市民の福祉の向上として、市

民に提供されている様々なサービスを、市や、または市の外郭団体などが必ずしもやらなけれ

ばいけないことなのか、もう一度その個々の内容について精査し、民間にゆだねるべきは民間

にゆだね、身の丈に合った行政運営にしていく必要性が、財政危機の今、一番求められている

のではないかという観点からお尋ねいたします。 

 今後の、市の長期的な財政計画の中で、市や市の外郭団体が行っているいきいき情報センタ

ーなど、生涯学習施設の運営、また太宰府館などの運営について見直しを図り、行政運営のス

リム化を目指す計画が具体的にあるのかどうかお尋ねいたします。いきいき情報センターや太

宰府館に限らず、その他の施設においても、今後検討を進めている施設があればお答えくださ

い。 

 次、３点目は、各種委託事業の見直しについてお尋ねいたします。 

 これは、２点目の質問と重なる点もありますが、ここでは現在そのほとんどが外郭団体や民

間業者に委託されている各種事業について、市民参画の観点からＮＰＯなどをはじめとして、

各行政区や市民団体への委託へと変えていく計画があるのかどうかについてお尋ねいたしま

す。 

 ４点目は、ＩＴ専門職の配置についてであります。 

 言うまでもなく、ＩＴ化を推進していくことは、事務の効率化と迅速な対応で市職員の人員

の適正配置に寄与する。ひいては、このことが市民への行政サービスの向上にもつながる。そ

れが本来の目的であります。しかしながら、多額の資金を投入しておきながら、その本来の目

的を果たしているのかといえば疑問であります。 

 そこで、ＩＴ化のメリットを最大限に生かし、経費削減などを図っていくには、専門職の配

置の必要性が求められると思いますが、そのような計画について、今後どのようなお考えがあ
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るのかお聞かせください。 

 以下、再質問は自席にて行います。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） １つ目は、財政再建団体への転落ということでございますけども、財政

再建団体への転落のお尋ねでございますが、財政再建団体は赤字額が標準財政規模の20％、ち

ょっとわかりにくうございますが、本市の場合は22億円の赤字が出ますと、それを超えます

と、財政再建団体の指定を受けるということになります。 

 ２番目の行政運営についてですけども、これまで行政サービスの向上のために、生涯学習施

設などの施設整備を進めてまいりました。市の公共施設の運営に当たりましては、現在の新し

い財政状況のもと、限られた財源の有効活用を図るため、歳出面では利用者の状況に応じた休

館日や開館時間の設定、あるいは管理人の適正配置など、管理運営方法の見直しを行い、また

歳入面では利用者に応分の受益者負担をお願いするというようなことで、経費節減を行ってま

いりました。 

 今後におきましては、今財団にほとんどお願いをいたしておりますけども、財団と指定管理

者制度が地方自治法に定められましたことから、民間との競争を図りまして、どちらが効率が

いいのか、そういうことを比較しながら、さらに市民サービスの向上と行政運営のスリム化に

進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、各種委託事業につきましては、今まで古くからはごみの収集、あるいは学校給食

調理業務など、これまでにも民間活力を利用し、効率化を図るため、民間でできることは民間

でという観点に立ちながら進めてまいりました。今後はさらに委託事業の内容等を勘案しまし

て、地域でできることは地域へお任せする、市民と役割を分担するなど、市民と協働したまち

づくりを実現していきたいというふうに考えております。 

 また、全国的には、ＮＰＯや市民団体等が公の施設の指定管理者に応募されまして指定を受

けるという事例も実際に出てまいっております。今後の制度導入につきましては、そういうこ

とも含めながら検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） ４点目のＩＴ専門職の配置についてご答弁申し上げます。 

 ＩＴにつきましては、本来の目的に沿って、ＩＴ化のメリットを最大限に生かし運営してい

ると確信いたしております。 

 本市にはＩＴ推進に伴う専門家はおりませんが、かなり精通した職員も育ってきていること

から、現在のところＩＴ専門職を配置する予定はございません。 

 また、福岡県では、市町村が参加して「ふくおか電子自治体共同運営協議会」を設立し、電

子自治体構築に向けた各種アプリケーションソフトを共同利用センターにおいて現在開発中で

あり、ＩＴの専門知識を有する職員も配置していることから、県とできる範囲で連携していく

ことで、ＩＴ調達のみならず、今後の電子自治体の推進や情報セキュリティー対策などに対応
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できるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） ただいま市の財政状況について、財政再建団体への転落っていうのは

まだ当分それはないんじゃないかと思うんですけども、市の財政状況の現状を把握するという

のはなかなか難しい作業でありまして、財政指標がありますが、それを見て今どれだけだとい

うことを判断するのはとても難しいものがあります。 

 それと、自治体の会計制度は、民間企業に会計制度と違いまして、収入も市税などの自主財

源です。それと、国からの交付金、補助金、また起債などがあります。会計も一般会計、特別

会計、企業会計などと大変複雑になっていて、これはなかなか行政職員の中でもその財政の実

態をつかむっていうのはかなり難しい作業ではないかと思っております。しかし、その中で

も、一般的には財政状況がわかりやすく示している数値として、経常収支比率が言えるんじゃ

ないかと思います。 

 その経常収支比率をもとに太宰府市を見ていくと、平成15年度決算の93.8％という数字は、

極めて財政の硬直化が進んでいるということであり、県下22の市町村の中でも６番目に悪い数

値になっております。さらに、その順位を詳しく見ていきますと、北九州地区や大牟田市など

の旧産炭地という特殊な地域を除けば、太宰府市が17の市の中で一番悪い数字になっていま

す。 

 では、この数字をわかりやすくするために、家庭に置きかえて考えてみたんですけども、例

えば家庭には毎月給料という収入がありますが、その給料に対して毎月の生活の必要経費、例

えば住宅ローンの返済ですね、子どもの教育費、光熱費、食費にそのほとんどが消えていき、

塗装のはげた家の壁を塗りかえたり、水漏れがひどくなった水回り、すなわち台所やおふろの

改修も回らない状況であるというのが、今の太宰府市の状況ではないかと思うんですけども、

このように考えると今の財政状況では市民から出された日常の生活の上で、極めて不便や不安

を感じることや危険を伴うことへの要望にも、ほとんどこたえる余地がないという財政状況な

のかどうか、そのような解釈でいいのかもう一度お尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） おうちで例えればということですから、おうちで例えた場合、私も家を

建てたことありますが、建設、都市基盤整備といいまして、個人で言えば家を建てるにはやは

りお金を全力そこに集中をしますので、なかなか余裕はないということで、洋服も毎年つくり

よったのを２年に１遍とかですね、あるいは旅行も少し制限しようとかですね、そういうよう

な形でやはり何かを、事業を伸ばす状況のときにはやはり余裕がないだろうと思ってます。 

 しかし、そう言われましても、まだまだ建設をしてる段階でございますので、投資ができて

る状態にあります。その投資に振り向けて一般の経常的な経費はその間少し我慢をしようと、

そういう状況でございますので、もし大きな大災害があるという場合には、その建設事業を取
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りとめてでもそちらに振り向けると、そういうふうな形でできるだろうと思ってます。 

 がんじがらめでもう何もできないというような、そういう状態ではないということでござい

ます。多少融通が少しきかないと、大きな事業をやってるために少し我慢できるのを我慢して

いただいてると、そういう状況だというように考えてもらったらいいと思います。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 個人が家を建てる場合でもですね、いろんなタイプがありまして、貯

金をきちんとやって頭金をたくさん入れて建てる方、それと貯金がなくてほとんどローンです

る方、それがいろいろあると思うんですよね。それによってやっぱりその家の家計の自由度っ

ていいますか、それが変わってくると思うんですけども、では、今年度市長との懇談会ってい

うのが新規事業の中で予算計上がなされていますが、その際、市民へも財政状況が危機である

とのことを知らせていくとの答弁が、先日行われました代表質問の際、総務部長からあってお

りましたけども、市民に対して今の太宰府市の財政状況をどのように説明をされるのか、大変

関心を持っております。 

 その点について市長にお尋ねいたしますが、市民との懇談会の際、市の財政状況を十分説明

した上で、市民への負担増に対しても一定の理解を得ることができるとお考えでしょうか。そ

のことについて市長のお考えをお聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） 財政の数字的なものは別といたしまして、本市の財政事情が非常に厳しいこ

とは我々非常に認識いたしております。なぜこういう状況になったか等々いろいろの理由がご

ざいます。 

 当面三位一体の改革等で地方分権に伴います中央と地方との費用負担といいますか、税の分

担割合等々検討されておりますが、大きな問題としましては、地方交付税の削減、あるいは税

源移譲がまだ地方分権に伴う地方の要求に満たしてない等々、まだ三位一体に伴います地方の

財源体系は不透明でございます。 

 今、経常経費の問題も言われましたけれども、経常経費の比率の問題、これは非常に財政の

硬直化した一つの指針でございますけれども、市民の皆さん方には、借金とは何か等々につき

ましてもよく理解していただきたい。例えば、起債の問題にしましても、これは太宰府の将来

のまちづくり、家庭で言えば住宅のローンを含めたような、そういうタイプの先行投資の起債

はたくさんございます。あるいは本市みたいに15％も文化財を保存してる。そしてこれは将来

文化財に指定された土地につきましては公有化を図る、これが国の指針でございます。これに

対する年間６億円ないし８億円の財源を投じておりますが、これも起債措置でございますが、

これは国が将来別途財源措置をするという起債の内容でございます。また当面やらなくちゃな

らない緊急順位の問題等も、市民の皆さんに本市の財政状況を私からも説明申し上げますが、

それと同時に自分たちのまちは自分たちでつくる、もろもろの財政事情、あるいは市民サービ

スのニーズはたくさんございますが、そこらの緊急順位等も十分にお話を聞きながら、皆さん
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と一緒に健全なまちをつくっていくというようなことで、懇談会のときは十分話し合いたいと

思っております。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 市長が直接市民の中に入っていって、そのような市の状況をお話しい

ただくのは、とても市民の方にとっても説得力ありますし、職員にとっても喜ばしいことじゃ

ないかと思っております。今後の市長の活動に期待しております。 

 それで、私、行政とは一体何をするとこなのかって考えてみた場合ですね、本来の役割とい

うのは、やはり市民が安心して暮らせるまちづくりを進めていくことだと思っております。そ

のためには市民の要望を知り、きめ細かく対応していくことが求められると思います。具体的

にこれから行政が求めていくことは、総合的な子育て支援や教育環境の整備、さらには高齢

者、障害者へのきめ細かい施策だと思っております。 

 このように考えると、大きな公園が数多くできたり、様々な立派な施設ができ、市が都市と

しての機能を充実させることが、果たして多くの市民の心の豊かさや安らぎを与えることがで

きるかということになると、私は疑問に感じております。ハードの整備からソフトの整備へ

と、市民一人ひとりにより近い部分への施策を充実させるなど、これからの政策を大きく方向

転換させる必要性があるのではないでしょうか。 

 このように考えていくと、市がこれまで行ってきた事業において、市が果たしてやるべきこ

とであるのかどうかを市民の利用度や満足など、詳細に調査して、多方面から事業の見直しを

進めていく作業が急務だと考えております。思い切った改革をやらなければ、市の財政状況は

悪化の一途をたどるばかりです。 

 ここで発想を変えまして、市の財政再建を企業の再生の視点から見ていきたいと思いますけ

ども、企業を再生する場合には、今、法的には企業には民事再生法というのがありますけど

も、その民事再生法をやっていく、まず最初の手法としまして、その企業が持っている資産と

負債を、それを見ながら、その資産、現金価値が、資産価値があるもの、それはすべて売却

し、それで負債を減らしていく作業をまず進めていきます。これは個人の自己破産でも同じよ

うに進められていきます。自治体には破産という制度がありませんから、企業などの再生と同

じように進めることはできませんが、その企業再生の手法から見習うべきことは多くあるんじ

ゃないかと思います。今流通業界の大手の企業だとか、銀行だとか、様々な日本の多くの企業

が民事再生という形で自分の行政をスリム化して着手しているとこであります。 

 ここで質問いたしますけども、今後の市の財政健全化を進めるに当たり、市の負担を減らし

ていき、同時に行政のスリム化を進めていく一つの手法として、市の公共施設など市の資産を

民間へ売却するということも考えられますけども、このような考えについてどのような意見を

お持ちでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 現在太宰府市にあります施設については、いろんな目的を持って、それ
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ぞれ議会でやはり必要だと、市民も必要だということで設置をいたしております。そして条例

化もいたしておるとこでございます。 

 それよりもまず私が考えておりますのは、その資産の売却といいますのは、今のところ不要

地がまだまだございます。市有地の不要地がございますので、そちらの売却をさらに進めてい

こうというふうに考えてます。 

 施設については、それぞれ民間と違いまして、歳入でその施設を賄うということが、100％

民間ですとそれは110％、120％で利益を生むという施設になりますけども、なかなか市民の福

祉ということからいきますと、それをオーバーすることは難しいということです。極端に言い

ますと、例えば大きな施設で2,000万円の維持管理がかかってる施設がございますけども、年

間の収入が45万円という施設もございます。やはりその辺は皆さんにこう理解をしていただい

て、応分の負担、受益者の負担という形でその負担をしてもらえないだろうかということで、

施設はそれぞれ目的ございますので、その目的に応じて使用していくのはいきますけども、応

分の負担をしていただいて、その余力でほかのいろんな事業に、片井議員さんがおっしゃるよ

うにハードからソフトへというようなお話が出てますが、ソフトの事業へというふうな形で持

ち込めないかなと。そういうように二本立てで今のところ考えております。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） 市の現在の行政運営を見た場合に、私が見た場合には、太宰府市の財

政規模、要するに身の丈を超えているのがあるんではないかなと考えておりまして、よくそれ

は市民の側からもそういう意見は聞いたりします。都市基盤整備を進めてきたために公債費の

割合が多いっていうのは、これは数字の上でも明らかに出ておりますけども、要するに借金が

多いということがありまして、その財政悪化の原因が、今先ほども答弁ありましたけども、一

昨年の水害や国の三位一体の改革など、もろもろの原因が、それだけではなく長期的な財政計

画を立てなかったということが起因してるのではないかと思っております。 

 今後も、太宰府市も一時的な人口の増加はあるにせよ、例外なく高齢化、少子化社会は進ん

でいくと思います。これはすなわち人口が減少していくということであります。さらに、これ

までのような経済成長は望むこともできなくて、税収の大幅な増加は見込めません。 

 このような中、起債発行による借金を増やしていくことは、若者世代に多くの負担を与える

こととなり、そのことは極力避けなければならないと思っております。先行投資という形であ

りながら、やはりこれからその収入の主な部分を占める若者っていうのはもう極端に減ってま

いります。ですから、やはり先行投資っていうのにも、これはしっかりとした計画を持ってや

っていただきたいと思います。 

 またさらに、看護学校の跡地を取得したり、さらに火葬場の建設計画もありますので、市の

財政を好転するのはなかなか難しく、本当にどのようにしてやっていくかということをしっか

りと考えていっていただきたいと思います。 

 それで、先ほどの施設の売却のところで私言ったんですけども、例えばこれ太宰府館なんで
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すけども、太宰府館はまだできたばかりで、今、今後どうこうというわけではありませんけど

も、例えば市が持っていていろんな制約があるよりも、民間がやった方が自由な発想で、それ

が経済活動を豊かにして、そのことがひいては市の税収増につながるっていうようなこともあ

ると思いますが、そういったことも、それは例えばの例ですけども、そういったことも考えな

がら、やはり市が、これは指定管理者制度をすればいいっていうことではなくて、市の公共施

設っていうことは制約がありますので、いろんな経済活動ができません。ですから、やはり歳

入を少しでも増やすためには、そのような方策もぜひ考えていっていただきたいと思います。 

 それと、先ほど言いました業者などに委託している事業のうち、民間へ開放できるものは民

間へ開放していくっていうこと、民間への委託も考えていくということは聞きましたけども、

例えば今地区公園の剪定作業とか市道の清掃作業なんですが、これは業者の方がしております

けども、業者への委託っていうのは、やはり割高になるのではないかと思います。例えば地区

公園であれば、その行政区に委託をして、その行政区が自分たちで業者を選定してやるとか、

例えば街路の掃除だったらその区の中で希望者を募って、その希望者に対して、例えば幾らか

の謝礼といいますか、具体的にはごみ袋を１年間じゃないですけど、それを差し上げるとか、

そういう形でやっていった方が、私は業者に委託して１台の大きな清掃用の車を使うよりも安

くできるんではないかと思うんですけども、そのあたりのことについてどのように、何か市民

への委託っていうことで考えありますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 今の質問は本当に私も同感でございます。今でも地区公園については、

清掃とか草取り等、住民の方々が何もこう道具も要らないで使用する分については、現在でも

地区の方々にやっていただいております。クリーンデーとか、あるいは12月１日にありますこ

ととか、年２回ほど草取りをやったり、あるいは毎月当番で清掃をしたりっていうところもご

ざいます。 

 市が今委託しているのは、高いところにある木の枝の剪定とか、あるいは消毒、そういうも

のを行っておりますが、今後はやはり地域コミュニティの推進ということで、今現在考えてお

りますので、そのコミュニティの中で、少しコミュニティの助成をしまして、そういうような

ものをみんなが自分たちが使う公園は自分たちで清潔にしていこうよというような情勢の中か

らやはりやっていっていただきたいなというふうに考えてますので、今後はそういうふうな地

域での声がどんどん出てくればいいなというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員。 

○１番（片井智鶴枝議員） これは、私たちは３会派合同で志木市を視察した際にも、志木市は例

えば役所の窓口業務っていうか受付業務も市民への委託になったりしております。個人ではで

きませんので、そういう希望する市民が一つの団体をつくって、それで市民の側に委託してる

っていうようなこともありますので、市のすべてのあらゆる業務の中で、市民へ市民参画を促

す上でも、それと市民ていう、これは特に高齢になってくればくるほど、皆さん社会へ貢献し
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たいって気持ちがありますので、その報酬の額ではなくて、やっぱり自分が社会に貢献してい

るかってことで、それほど高くない報酬でも引き受けてくれる市民はいると思いますので、ぜ

ひその観点からも市民への参画を進めていっていただきたいと思っております。 

 それと、ＩＴの専門家の配置についてでありますが、今のところＩＴ専門職としては採用す

ることは考えてないっていうことで、県と連携しながら進めていくということでありました

が、ここに、さきに門田議員から出されました資料がありますが、私も同じこの資料見てまし

て、ＩＴ化の専門家を置くことのメリットっていうのは２つあると思うんですが、まずそのＩ

Ｔ化をすることによってペーパーレスが図れたりとか、それとか事務作業がスピード化すると

か、そういうことのほかにもう一つはＩＴの、要するに契約におけるときに、それが妥当な金

額なのかどうかっていうことを見きわめるようなことができて、結果的に財源の削減になるの

ではないかと思っております。 

 このことについては、やはり市も検討すべきであり、ぜひ検討してやってほしいと思いま

す、していってほしいと思います。実際に佐賀とか長崎でも多くの削減ができております。こ

の件について後で門田議員が詳細にまた質問すると思いますので、私は資料だけを参考にさせ

ていただいて、質問はこれで終わりと、この分に関しては終わりたいと思います。 

 私、市の財政計画を、再建計画をまず進めていくために何が必要かといいますと、今市の財

政状況の現状を、まず市の内外に知らせることではないかと思っております。財政危機宣言と

かしてですね。それでなければ、市民は今財政がどうなのかっていうことを知ることもできな

くて、ただ財政難の一言でできないできないっていうのは、市民にとってもやはり納得はいか

ないのではないかと思います。 

 財政危機宣言をしまして、市長の財政再建への明確な意思を職員、また市民に向け発信して

いただいて、一丸となって取り組む姿勢を見せてほしいと思っております。そのことをまずや

った後で、思い切った改革をしていく、従来の行政手法ではなく、時代が求めるものへ、また

市の財政規模に合った行政運営へと変えていく必要があるのではないかと思います。 

 市長の今後の実行力、行動力に期待して、質問を終わりたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） １番片井智鶴枝議員の個人質問は終わりました。 

 次に、５番中林宗樹議員の個人質問を許可します。 

              〔５番 中林宗樹議員 登壇〕 

○５番（中林宗樹議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告書のとお

り質問させていただきます。 

 まず１番目に、指定管理者制度の導入についてをお尋ねいたします。 

 平成15年６月13日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、同年９月２日に施行され

ました。今回の地方自治法の改正により、公の施設の管理方法が管理委託制度から指定管理者

制度へと移行されました。これまでの管理委託制度では、管理委託を受けることができるのは

地方自治法第244条の２の３項に、その管理を公共団体が出資している法人で、政令で定める
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者、または公共団体もしくは公共的団体に委託することができると規定され、委託管理ができ

る団体は限定しておりました。今回の改正で、法人その他の団体であって、地方公共団体が指

定する者（指定管理者という）に当該公の施設の管理を行わせることができると改正されまし

た。これは平成15年９月２日より施行となっておりますが、経過措置として法施行後３年以内

までに移行しなければならないとなっております。ということは、平成18年9月１日までに移

行しなければなりません。あと１年半ぐらいしかありませんが、本市ではどのような取り組み

がなされているのかお尋ねいたします。 

 また、今回の改正で、公の施設の管理が民間やＮＰＯなどにも開放される道が開けたのでは

ないかと思います。近年では体育施設や集会施設、福祉施設など、民間業者やＮＰＯによって

質の高いサービスが提供されており、民間の手法を公の施設の管理にも活用することができれ

ば、住民サービスの向上や経費の削減などが期待できると思います。 

 そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

１、今、本市では指定管理者制度への移行に向けてどのような取り組みがなされているのか。 

２、指定管理者制度の導入へは、条例の制定が必要となってくると思いますが、平成18年９月

までの移行完了までのスケジュールはどのように考えておられるのか。 

３、本市における指定管理者制度の対象となる公の施設はどのようなものがあるのか。 

４、３の公の施設で、現在委託管理がなされている事業者はどこどこでしょうか。 

５、指定管理者の選定はどのように考えておられるのか。 

 以上、お尋ねいたします。 

 次に、高雄地区の道路整備についてお尋ねいたします。 

 高雄地区の道路整備は、高雄中央通り線に見られますように非常に遅れております。高雄中

央通り線につきましては、平成19年度までに完成と、やっと目鼻がついたところですが、先ほ

ども言いましたように、高雄地区の道路等の整備については、していかなければならないとこ

ろはまだまだたくさんあります。 

 今回取り上げさせていただきます高尾川沿いの市道もその中の一つでございます。ここも生

活道路として、また通学路として非常に車や人通りの多いところです。ここは高雄台団地の北

側で、高雄台団地やその周辺の住民の皆さんが小学校や幼稚園、保育園等へ行かれるとき、ま

た市役所など太宰府市内へ行かれるときには必ず通られる生活道路なんです。一部は拡幅もさ

れておりますが、全体的には道幅も狭く、所によっては２ｍもないところもあります。そこを

人と車が一緒に通らなければなりません。所によっては路肩も自然のままです。ガードレール

もありません。危険この上もありません。この高尾川沿いの市道の整備はどのように考えてお

られるのか、また整備事業計画などがありましたらお伺いいたします。 

 もう一点、高雄交差点の高雄中央通り線から出るときの青信号の時間ですが、ここは現在青

信号になって出られる車３台がやっとで、あとは長い時間時間待ちとなります。利用される市

民の皆様には不便を強いられておりますが、信号機の管理は警察の方でしょうが、もう少し長
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くしてもらうようにお願いできないでしょうか、お伺いいたします。 

 再質問は自席にて行います。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） ご質問の１点目から５点目については、あわせて回答申し上げます。 

 本市においては、公の施設が56施設ございます。そのうち既に管理運営を委託しているもの

が、体育センターや市民プール等の運動施設、いきいき情報センター等の文化施設など13施設

ございます。この13施設について、法改正の経過措置が終了いたします平成18年９月１日まで

に指定管理者制度への移行が必要なため、本年６月議会に指定手続の条例の制定並びに施設設

置条例を提案したいというふうに考えております。その後、この条例に基づきまして、公募を

実施いたしまして、選定の結果を12月議会で提案をいたします。そして、平成18年４月から制

度移行を行えるように準備を進めるつもりでございます。 

 指定管理者制度は、公募による選定が原則となっておりますが、ご提言のとおりこの制度は

株式会社等の民間企業だけではなくて、各種市民団体やＮＰＯなどの団体に管理運営をゆだね

ることもできるようになっております。そのような団体に管理運営をゆだねることで、利用者

にとっては自分たちの利用する施設を自分たちで管理運営ができまして、行政にとっては経費

節減につながるというふうになります。こうした視点を視野に入れまして、13施設それぞれ施

設ごとに公募が可能かどうか、あるいは特定の団体を指定して指定管理者とするのはいいのか

どうか、あるいは直営の方がいいのではないかということも含めまして、現在検討を行ってい

るとこでございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 大まかなところを大体お答えいただきましたけども、あと若干中身につ

いてご質問させていただきます。 

 まず、管理者制度は主体となる管理者の範囲が民間企業やその他の団体まで拡大されたとい

うことでですね、施設の利用料金を指定管理者が収入とすることはできるということは、これ

までの委託管理者もそうでしたけども、今後はその委託管理者が行うことができなかった使用

許可などの行政権限までも行うことができるようになるということになっておりますが、そこ

でお伺いしますけども、指定管理者が利用料金を上げたり、利用時間を長くしたり短くしたり

するようなこともできるようになっておりますけども、利用者にとって不利になったり不便に

なったりするようなことは起こるのではないかという疑問もありますけども、ここら辺はいか

がでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） この指定管理者制度を利用する場合に一番肝心なのは、やはり仕様書の

つくり方です。民間で言いますと契約書ですね、の中身です。料金の方も市民のための施設で

ございますので、天井で値上がりをすると、値上げをしていいということではなくて、やはり

最高でも幾らだと、やはり例えば今、利用料金が１時間500円であれば、最高でも500円だと。
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それ以内であればいいですよというような取り決め方をしていきます。時間についても、ある

いは休日の回数にしても、やはり最高限度を定めるというような形で市民に不利益にならない

ように、そういうような形で仕様書をつくって契約書の中にうたい込んでいきたい。あとは市

民が利用しやすいと、民間ができればそれは上乗せしてやっていただけると、そういうような

形で民間の活力を導入していきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） それでももしですね、市民にとってですね、利用者にとって不利になっ

たり不便になったり、それから指定管理者の方でですね、管理等を行ってる中で不都合が起こ

ったり、トラブルが起こったりした場合はですね、その契約は期間が限定されるということで

ございますけども、その期間がですね、何年ぐらいされるかわかりませんけども、契約してそ

の契約が終わるまでは待っとかにゃいかんとか、それともその途中でですね、やはり何かもう

少し改善してもらえるような意見を言えるような、そういう窓口といいますか、機関ができる

か、そこら辺はいかがお考えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） これも仕様書あるいは契約の内容でございまして、やはり契約の内容の

とおり実施されてるかどうかっていうのは、いつも我々委託の方としてはやはり実施検分する

必要があると思ってます。そういうこともやはりうたい込まなきゃいけないだろうというふう

に思ってますし、あるいは契約期間も長いのがいいのか短いのがいいのか、それ今からいろい

ろ検討していきますけども、やはりこう違約があれば、契約に違反しておれば、そこでストッ

プですよ、あるいは原状回復をきちんとしなさいよとかですね、そういうふうないろいろなト

ラブルを頭に想定をして契約書にうたい込むと、そういう形でして市民の利便性、あるいは市

がこれをすることによって損害がないような、そういうふうな形で契約をしていきたいと思っ

てます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 契約書の中で対応するということでございますけども、その中ででもで

すね、やはり若干はみ出したりする部分だってあると思いますのでですね、その市民なり利用

者の方からですね、そういうことについてのそんな苦情や提言とか、いろいろあると思います

けど、そういうものについてのですね、受け付けをするというか、そういう対応をするような

窓口をですね、やはり一つぐらいつくられとった方がいいんじゃないかと思いますけども、そ

ういうお考えはおありでしょうか、ちょっとお尋ねします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 施設の管理運営はそれぞれ、例えば教育委員会、教育部が持ったりある

いは総務部が持ったりしておりますが、第一のそこの責任者に、やはりその担当部というふう

になります。 

 しかし、新しい制度を設けますもんですから、いろんな法律的な問題が起ころうというふう
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に思ってます。これは、総務部の行政経営課の方で今方策をつくっておりますので、そういう

ところが当面は指導に入ると、あるいはそういうトラブルについては総括的な受け付けも解決

できない場合は乗り出していくというような形にしたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） そういう不都合なところなんかも十分に取り入れていただいて、解決が

できるような方策を考えとっていただきたいと思います。 

 それで次に行きます。 

 指定管理者制度は、同法施行から３年以内に管理に移行しなければならないというようなの

は先ほども言いましたけども、もうそのうちの１年半、半分ですね、過ぎとんですね。それで

先ほど総務部長の方から６月に条例制定の案文を出して、それから来年の12月ですか、には決

めて、そして平成18年４月からにはもう移行したいということでございますけども、この制度

は今度はやはり大幅に変わるわけですね。ただ、名前だけは委託制度から指定管理者制度へと

いうことでございますけども、その中身を見ますと、非常にやっぱり大きな変化になると思う

んですね。今までは行政の出資機関でなければできなかったところが、今度は民間の方がやる

ということですので、民間の方がやるということについては、それなりに関心を持たれてると

こもありますので、こういう制度が今度は指定管理者制度になりますよということをですね、

やはり市民の皆様へ十分に説明していかなければならないと思うんですけども、そこで民間の

業者の方もその説明が十分に受けられればほんなら自分がやってみようかというようなこと、

それからＮＰＯ団体の方がやってみようかというようなことで、手を挙げられる方が出てくる

と思うんですね。 

 そこで、市民の皆様にこの指定管理者制度をしっかりと説明していただいて、内容を理解し

ていただくという仕事が一つあるんじゃないかと思うんですけども、これは時間が大変必要に

なってきます。それでたったあと１年半でこれをやろうとしたときに、やれるのだろうかとい

うことでですね、この市民の皆様への説明はどのようにされるのかですね、それから時間的に

先ほど部長の方から説明がありましたけども、これであと１年半で本当に移行できるのかどう

かですね、そこら辺ちょっとお尋ねしたいんですが。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） まずはこの制度をやるんだぞという意思決定が条例の制定ということに

なりますので、６月までにその内容を十分詰めて、この施設全部を応募があるのかなというよ

うな、ちょっと疑問もございます。民間のノウハウが生かせる施設と、これは民間でやっても

公でやっても余り変わらないなという施設もございまして、そういうところを見きわめながら

進めていきたいと思うんです。 

 いずれにしても、制度を導入しようっていうことをやっと12月に内部機関で決定したばかり

でございますので、６月に条例制定して、それから皆さんにいろんな情報をお示しするという

形になると思いますので、ちょっと時間が押しておりますけども、各市町村もやはりどれだけ
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どういう民間の業者が立ち上がってくれるのかなあというようなことがまだまだ様子見が多く

て、近隣でもそう多くは、福岡県でもまだ北九州、その他一、二ぐらいの施設しか現在やって

おりませんので、そういうことも見きわめながら、市民に利便になるような、マイナスになら

ないような方向づけをしていきたいと思いますので、いずれにしても６月議会で条例が通った

時点から大急ぎで動くと、そういう形になると思います。いずれにしてもできる分については

来年の４月からという目標を定めまして、全力を投入する覚悟でございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 市民の皆様への説明というか周知の仕方ですけども、これはどういうふ

うにお考えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） まず身近なところで広報、あるいは既存の指定業者を、指定を受けてる

業者がございますので、そういうところにもやはり資料を送りたいというふうに思います。 

 それから、ＮＰＯあるいは地域にゆだねた方がいいのかなという施設もございますので、そ

ういうところはそういう利用者の会、あるいはＮＰＯ、そういうところも今から私の調査をし

まして、その準備を６月までにしたおきたいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 広報でやると、あとは指定管理、今管理受けてる方にやると、ＮＰＯと

かそういう関連団体へ周知をするというようなことで説明をしていきたいということでござい

ますけども、やはり今まで市が行ってきましたですね、事業に対してですね、いろんなことで

市民に対する説明が足りなかったと思うんですよね。今言われましたぐらいでですね、本当に

市民への説明が足りるのかなあという気はするんですけども、やはりいわゆる市の説明責任と

いうのについてですね、いま一度ここでですね、考えさせていただきたいと思うんですね。 

 今まで市がですね、何かしようとしたときにですね、いわゆる環境税のときでもそうでした

し、都府楼保育所のときもそうでしたけども、やはり最初の説明のですね、時間といいます

か、やり方がちょっと足りなかったんじゃないかなということでですね、いろんなトラブルを

起こしたりですね、時間が余計かかったりしてきてると思うんですよね。ここで今のですね、

部長のご説明でですね、十分に市民の方にですね、この制度が理解されて徹底していけるのか

なという気がするんですけども、これはもう市長にお尋ねしますけども、今までの出来事での

説明や、今回の説明の方法でですね、市民の皆様への説明責任がですね、十分であるかどう

か、市長、お考えでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 何をするにいたしましても、周知を図っていく、あるいは合意形成というよ

うなことについては大事でございます。その方法等についてはいろんな方法があろうかと思い

ます。今太宰府市においてもＩＴ関係のホームページでありますとか、あるいは広報でありま

すとか、あるいはまほろば号にもいろんな広告欄の欄もございます。あるいはそれぞれの案内
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等々をする際におきましても、その下に市のＰＲを行うと、周知を徹底すると、収発文書、情

報の中に組み込んでいくとか、いろんな創意工夫がございます。 

 この指定管理者制度につきましても効率的な行政、あるいは多様化しておりますような住民

の要望等が非常に大きいと、施設等につきましても。そこには民間のそういった機能といいま

しょうか、いい面を活用して運営に図っていこうと。 

 実は市におきましても、早い時期からこのエージェンシー含めて、垂直的減量というように

申し上げておりますけれども、国におきましては行政法人というような形で行われてます。市

においては早い時期からこの取り組み等については行ってきておるわけでございます。 

 この文化スポーツ振興財団、ここに13施設、今部長が説明しましたけれども、そこに職員を

直で張りつけておった場合についてはどうなるのか。103人ほど職員おりますけれども、そう

いった面からこの指定管理者制度、民間が導入、参画するにいたしましても、どこに違いがあ

るかといいますと、官と民においては人件費です。運営費等については大差はないと思いま

す。その施設を何回転するか、何回転使うかと、活用していくかというようなことについて差

は出てこようと思います。 

 私も文化スポーツ振興財団の理事長をいたしておりますんで、平成18年９月については同様

に競争をしていきたいというふうに思っておるところです。市の財団の職員等々についても、

いろいろな面から意見もありますけれども、今の13施設、100名を超える職員については民間

の、それこそ意識でもって今頑張っておるところです。サービスも含めて、より向上する方向

で民間とともに戦っていきたいというように思っております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 今の助役のお答えは、結局今ある13施設の管理運営について、指定管理

者制度についてのですね、取り組みについての心意気といいますか、お気持ちと思いますけど

も、それを市民にですね、わかりやすくですね、説明していただけるだけのですね、説明責任

をですね、どのようにしてやっていくかということで、先ほど部長の方からですね、お答えが

ありましたものでですね、市民に対する説明責任が十分であるかということをお尋ねしとんで

すが、そこら辺をちょっとお願いできますか。 

○助役（井上保廣） 今申し上げましたように、広報でありますとか、あるいはホームページであ

りますとか、あるいは平成17年以降等については、地域懇談会も予定をいたしております。そ

ういった段階、時折その機会を見ながら、あるいは情報発信します資料等によりましても、絶

えずその辺のところ等についてのＰＲについては努めてまりたいと、このように申し上げたつ

もりでございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） しっかりですね、説明責任を果たしていただきたいと思います。 

 次にですね、施設については、今管理なされている分がですね、15施設あって、そのうちの
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13施設を文化スポーツ振興財団の方で管理委託をされてるということでございますが、この中

にですね、先ほどからちょっと各議員さんの間で二、三、出ておりますけど、太宰府館につい

てですね、これを指定管理者制度の中でですね、運営されるようなことを考えておられるかど

うかお尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 太宰府館も当然今総務部長が説明しました館の中の一つでございます。検討

の中には入れて当然検討していくことになろうと思います。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） そのようにお願いいたします。 

 次にです、現在市の方で公の施設についてはですね、先ほど助役の方からもご説明ありまし

たように、13の施設については文化スポーツ振興財団が指定管理者としてされております。こ

れをですね、今後、公募によって指定管理者制度へ移していくということでございますけど

も、今回の法の改正の目的であります住民サービスの向上、それから経費の節減の趣旨という

ことから考えますと、この指定管理者制度でですね、やはり応募で各施設ごとにですね、これ

は似たような施設もありますのでですね、ある程度は二、三か所は一つの指定者になる場合も

ありますけども、そういうことで、これもですね、先ほど片井議員の方からちょっとお話出ま

したけど、私たち会派で宮城県の多賀城市に参りました折に、多賀城市ではこの指定管理者制

度への取り組みは早くてですね、昨年の６月にもう条例を制定されて、これ完了年度は平成

18年４月ということで、本市も平成18年４月に完了ということでございますけども、そういう

中で多賀城市では進められておりまして、もう既にですね、指定管理者制度へ移行されてる施

設があるんですね。そしてその中でですね、移行されてる施設の中で体育施設があります。こ

れにつきましてはですね、市民スポーツクラブというＮＰＯ団体が指定管理者とされておりま

す。これはもちろん経営的なものもですね、審査された中でですね、決定されておるんですけ

ども、その中で体育施設をですね、利用している団体などでですね、その利用している団体が

施設の管理運営を行うということは非常に、一番そこの事情が一番よくわかってですね、やは

り最適の指定管理者であるということで、この市民スポーツクラブというのが体育施設の指定

管理者にですね、選定されているんですけども、ボランティアやＮＰＯでやりますと経費なん

かもですね、抑えられますし、またそういう施設をうまく使って収益を上げるノウハウを持つ

民間業者もおられます。 

 このように民間の力をですね、活用することで、この法の趣旨である住民サービスの向上、

経費の削減が可能になると思います。それぞれの施設にはそれぞれの機能があります。機能に

合うような管理運営の方法があると思いますので、その施設での指定管理者についてはです

ね、やはりＮＰＯやボランティア団体等なんかのですね、指定をですね、していただいて、経

費をですね、削減していただくということで、これは先ほど部長の方からですね、片井さんの

方にですね、お答えあってましたように、なるべくそういうふうな方向でですね、経費の節減
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をですね、お願いしていきたいと思います。 

 そういうことで、今度は文化・スポーツ振興財団が、今13の施設を管理しておりますけど

も、今度この指定管理者制度に移しました場合に、今度指定管理者制度で新たに施設をです

ね、どのように分類されるかわかりませんけれども、全部を文化スポーツ振興財団がですね、

指定管理者になれるということもないと思うんでですね、そのうちの半分なり３分の１なり

が、そういうほかの団体でやるというようなことになればですね、これはこういう文化・スポ

ーツ振興財団や古都大宰府保存協会、社会福祉協議会なんかのですね、やはり事業の中身ので

すね、見直しなんかもやっていかなきゃならないんじゃないかなと。それから、やはり今この

３団体に対する補助金、それから委託事業、市の予算の中では非常に大きな面を占めておりま

すけども、ここら辺のですね、こういうＮＰＯ団体なんかを導入することによってですね、見

直していく必要が出てくるんじゃないかと思いますけども、ここらについてはいかがお考えで

しょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 当然それがなくても、やはりこの外郭団体等については常に見直しを行

っておりますし、今度経営ノウハウが私たちの方もわかるようになってきますので、そういう

ことを含めていろんな外郭団体、普通の団体との見直しも今後はやらなければいけないという

ふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 今ＮＰＯ団体の活用ということでですね、出ておりますけど、これは今

後ですね、行政におけるＮＰＯ団体やボランティアの活動は必要不可欠になってくると思いま

す。結局行政コストをですね、ダウンさせるためには、やっぱりこういう方々のお力をおかり

しなければなかなか難しくなってくると思いますので、そこでですね、これも先日の行政視察

で行きました志木市の話ですが、これもちょっと片井議員の方から少し出ておりましたけど

も、志木市では市民パートナーといってボランティアを募集して、これをＮＰＯ法人化して、

そしてそこへ市の仕事を、１時間当たり700円の謝礼で委託されておるということでございま

す。そして、志木市での市の職員の方の年間給与は820万円だそうでございます。でありまし

て、市民パートナーだと１時間700円で、年間160万円ぐらいで済むというようなことでです

ね、やはり志木市ではですね、小さな自治体を目指してやっているということでございますの

で、やはりこの市民ボランティアやＮＰＯ団体の活用ということは、これからの行政の中で大

きなですね、行政ポイントになってくると思いますので、この指定管理者制度の導入を機会に

ですね、市民ボランティアやＮＰＯなどへの業務委託など、思い切った行政改革を今この財政

難の今こそ断行すべきだと思いますが、ここらについて市長いかがお考えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 今中林議員のご提起されましたことについては全く同感でありまして、絶え

ずその施設運営のあり方等については検証を加えていく必要があるというように思っておりま
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す。それで、私どもも事務事業の評価でありますとか施策評価、政策評価を含めて、平成17年

度含めて継続して構築していきたいというに思っております。そのような中身で、私どもも行

政運営をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） 本市もですね、ずっと一般質問で財政状況は悪いということで、非常に

そういう声は多いし現実でございますので、やはりここで何か、ひとつ新しい感覚で新しい方

法を取り入れて、やはり小さな行政ということを目指していただきたいと思います。これでこ

の分については終わります。 

○議長（村山弘行議員） ここで14時20分まで休憩いたします。 

              休憩 午後２時07分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時20分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） それでは、高尾川沿いの市道の整備ということでご回答申し上げます。 

 ご質問の道路は太宰府高校入り口付近の飛鳥台団地１号線より今王・柳ヶ浦線と高雄台36号

線、江牟田・吉ノ浦本線の４路線で構成され、総延長約1,000ｍの市道でございます。この路

線の一部は団地造成時に幅員６ｍに改良いたしたとこでございますが、約半分の路線は４ｍも

しくは４ｍ以下の道路でございます。朝夕の子どもたちの通学路、車の往来の状況は十分承知

いたしておりますが、現在のところ拡幅計画はないところでございます。当面は現在進めてお

ります高雄中央通り線の拡幅及び新設道路の家ノ前・今王線の完了を目標といたしておりま

す。ご理解いただきますようお願いいたします。 

 それでは次の、高雄中央通り線の信号のところのご回答を申し上げます。 

 高雄交差点は国道３号線と県道筑紫野・筑穂線及び市道高雄中央通線が交わる５差路の交差

点で、朝夕は特に交通量が多い状況です。 

 ご質問の、市道から３号線へ出る信号機の通過時間はわずか数秒と短こうございます。おっ

しゃいますとおり、車両が３台から４台程度出るのが精いっぱいのようでございます。この市

道が拡幅改良されますれば、今以上に車両の通行が増えてくるということが考えられます。そ

ういうことから、通過時間の延長に向けましては状況を見きわめまして、筑紫野警察署と協議

していきたいと考えておるとこでございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） ありがとうございました。 

 高雄地区の道路については、もう部長の方からあっさりとありませんということでもう言わ

れましたけども、非常にこれは、私としましては本当にもう何ていうか、涙が出るほど悲しゅ
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うございます。そこで、ここは先ほども言いましたように、やはり通学路であり、そして一般

生活道路でございます。ここは本当に見ていただきますとわかりますように、もう路肩も本当

に２ｍもないようなところに、片側も土手で、そこが子どもが転げ落ちたりするというような

話も聞きます。そういうところをないということでですね、本当にそれで私はいいのかなと思

います。 

 そこで、もう一つ問題になるのは、高雄公園ですね、高雄公園仮称でございますけど計画さ

れております。これ平成19年、20年にもう整備をするということで、これについてもまだはっ

きり地元にはどのような公園をつくるというような説明一言もございません。そういうものの

中で、この道路についてもつくらないと。まだ、ほかにもたくさんこういう道路がございま

す。やはり、あそこへまた十何億円からお金をかけてやられると思いますけども、そういうお

金があれば、こういう市民が一番困ってるところへ先にお金を使っていただいて、あそこはど

なたが希望されてるかわかりませんけど、地元の方々に聞いても、できればいいかと、だけ

ど、そんなに必要はないよと。市がどうしてもつくるならつくってもいいけどもというよう

な、お金がありますけども、そういうお金の使い方を、優先順位を考えていただきたいと思い

ます。高雄地区は本当にこれまで、皆さんは本当に、うちは筑紫野市かと思っておりましたと

いう住民の方もおられます。このくらい高雄地区に対しての、今までの行政の目は行ってない

んです。ここでまた若干日が照るかなと思うのは、結局美化センターが平成18年３月で地元と

の覚書の協定が切れるということで、若干市の方もそこら辺は気にされているようでございま

すけども、そのほかについては、高雄地区については一切お考えがないようでございますので

ですね、この席をおかりしまして、もう少し高雄地区についてですね、認識を改めていただき

たいと思います。そして一番、何というんですか、南の方で、東の方でございます。日が昇る

のも高雄の方から上がっていきます。そういうことで、ひとつ今後とも高雄地区に対する整備

計画についてはお考えいただきたいと思いますけど、もう一度お尋ねいたします。 

 この高尾川沿いの道路整備も、そのほかの高雄地区の道路整備についてお考えがありますか

どうかお尋ねいたします。 

○議長（村山弘行議員） 建設部長。 

○建設部長（富田 譲） 現在のところそういう計画がないということを申し上げたんで、未来永

劫に何もしないっていうことではございません。お金の使い方の順序ということで、高雄公園

をどうかということ。このことについては、これまでのいろんな場でそういうご意見が出てお

りますので、十分承知いたしております。ただ、高雄のまちづくりの中で公園をつくっていこ

うということ、そしてこれを都市計画決定ということをいたしまして、国の方にも補助をいた

だきながら、今用地を買ってつくっていこうということがございます。ですから、現在の段階

では財政負担がかからないような、そういう整備の方向、そういうものを考えていかなければ

ならないというふうに思っております。 

 おっしゃいます市道については、確かに、それこそ民家の中を通っていくような、間違える
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ような道路もありますし、県道のところについては非常に信号から数十ｍ、非常に狭隘な道路

ということで、実情はよくわかっております。ただ、今の状態ではそういう抜本的な市道を計

画するというのはございませんので、危険なところ、例えばガードレールをするとか、そうい

う路肩の整備をするとか、そういう状況に応じて対応していかざるを得ないということでござ

いますので、決して高雄地区が筑紫野市とか、そういうことは決して思っておりませんし、ま

ちづくりしていこうという基本的な考えがあるということでございますので、どうかご理解し

ていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員。 

○５番（中林宗樹議員） ちょっと私も、もうないって言われましたんでちょっと、何ていうんで

すか、ちょっと慌てまして言葉が過ぎたところもあると思いますけれども、そういうような状

態でですね、やはり高雄地区についてはですね、非常に、今言いましたように、まだまだ今か

らつくっていただかなければならないところもありますし、今部長の方からもですね、高雄公

園を含めた高雄地区のまちづくりについてですね、考えていくというお話でございますのでで

すね、そういう、また整備をしなければならない道路についてもですね、一緒に高雄のまちづ

くりの中で考えていただいて、高雄公園との計画とあわせて考えていただきたいと思います。

そういうことで、高雄地区についてはまだまだ本当にやっていただきたいところもございま

す。それから、梅ヶ丘地区の公園がないということで、こちらの整備もですね、まだお願いし

なければならないし、それからまほろば号の一日も早い運行開始なども、多くの住民が切望さ

れておりますので、こういうことにつきまして、高雄全体のまちづくりについてですね、早急

なお取り組みをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（村山弘行議員） ５番中林宗樹議員の個人質問は終わりました。 

 次に、７番不老光幸議員の個人質問を許可します。 

              〔７番 不老光幸議員 登壇〕 

○７番（不老光幸議員） ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、通告に従い質問さ

せていただきます。 

 市長は「市民が真ん中・もっと太宰府らしく」を市政運営の基本市政に据え、歴史とみどり

豊かな文化のまちの創造に向けて努力をされ、また市内まるごと博物館構想の大きな核の一つ

として九州国立博物館も、今年の10月15日には開館になります。それに向けての整備として、

散策路の事業も着々と進められております。さらに平成17年度の事業計画では、万葉歌碑整備

事業、市内を周遊できるように案内板を設置するサイン整備事業、花いっぱい運動事業などが

観光マップ、観光ホームページの充実とともに実施されます。そのようになりますと、今より

もさらに市民の皆様が「歴史とみどり豊かな文化のまち」を味わうために市内各所を周遊する

機会も多くなりますでしょうし、市外からの観光客も多くなると思われます。市内を周遊する

機会が多く、時間が長くなりますと、どうしても心配になりますのが、トイレの問題がありま
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す。そこで、常設公衆トイレの増設について、次の２点についてお伺いいたします。 

 まず１点目は、西鉄都府楼前駅周辺に市営のトイレが設置できないかお伺いいたします。 

 現在西鉄都府楼前駅には駅構内にトイレがありますが、西鉄太宰府駅と違い、電車利用者以

外は自由に使えない現状があります。この点の改善策が、多くの市民や観光客のためにも必要

と思います。 

 ２点目は、車利用観光客向けの常設公衆トイレの増設計画についてであります。 

 年末年始から３月までは、参拝客や観光客の車が渋滞を来たしていることはご承知のことで

ございますが、車利用の観光客は、目的地までの所要時間が予定よりも大幅に遅れることを余

儀なくされています。これの解消策が望まれますが、早急に実現には至りません。そのため

に、途中のお店や民家にてトイレの用を足しておられるのが現状であります。もちろんこの時

期には仮設のトイレを用意されるようになりましたが、この状況をいつまでも続けていくこと

は環境及び景観上の問題、また観光客に満足を持っていただくことはできないという点で、私

は危惧いたしております。今後の取り組みについてお伺いいたします。 

 再質問につきましては自席にて行います。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） まず、１点目のトイレの設置の質問にご回答いたします。 

 電車の駅周辺の公衆トイレにつきましては、通勤、通学する市民だけではなく、太宰府を訪

れる観光客等の利便性を考慮いたしますと、いろいろな場所で設置されていることが望ましい

と考えております。 

 ご質問いただきました西鉄都府楼前駅のトイレにつきましては、現在駅の構内に設置されて

おり、新たな設置につきましては、これまで要望としていただいた経緯はございません。現実

面からは、トイレを新たに設置する場合、建設費用だけでなく年間の維持管理予算の確保に苦

慮する面もあり、また一方ではトイレ設置予定場所、近隣住民の理解を得る必要もあると考え

ております。今後はこれらの区画整理事業や駅前整備事業など、総合的なまちづくりの観点か

ら設置については考えてまいりたいと思っております。 

 ２点目の、観光客向けの常設公衆トイレの増設計画についてご回答いたします。 

 これまで市の実施計画として、車利用観光客向けのトイレを太宰府インターから天満宮まで

の間に水城跡、大宰府政庁は３か所、それから観世音寺に整備してまいりました。このほかに

竈門神社にも設置いたしております。通常であれば太宰府インターや筑紫野インターをおりて

から車で15から30分程度で市内の目的地に到着いたしますが、観梅や紅葉のシーズンなど、行

楽時期には渋滞が発生しており、休日の市役所１階トイレの解放なども行って対応いたしてお

ります。また、本年10月九州国立博物館が開館いたしますと、新たな渋滞発生の懸念もありま

す。またご存じのとおり、正月の期間中は仮設トイレを設置し、観光客の利便性を図っておる

ところでございます。 

 今後も本市の財政状況とトイレ設置の必要性などを勘案しながら、継続して実施事業として
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設置箇所の課題など検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） まず、最初の西鉄都府楼前駅周辺のトイレの設置でございますけども、

これは私もずっと調べましたら、そこにトイレの問題の質問とか、そういったものもございま

せん。ただ私も太宰府の三条の方に住んでおりまして、めったに都府楼前駅には行くことは非

常に少ないんですけども、あちらの方に住んでいらっしゃる住民の方からそういう要望を幾つ

か聞きまして、そういうのがありまして、今回質問に出させていただきました。それで、確か

に都府楼前駅の構内にトイレはありますけども、今からやはりあそこの西鉄都府楼前駅ってい

うのは、太宰府市内でも重要なる、何といいいますか、人の動きの拠点に今後なっていくと思

います。やはりそこを何らかの形で、近隣の方のいろんなものも調査して考えるというふうに

おっしゃいましたけども、方法としては、１つは西鉄さんにトイレがありましてですね、やは

りそちらと協議をされて、何らか今のトイレも含めた活用の仕方ですか、そういったものがで

きないかっていうのが一つ思っております。 

 それから、今の構内のトイレでは小さいんでしたら、それに隣接してつくるということも、

これは、そんなに近所の方に理解を得られないとか、そういうことはないんじゃないかなとい

うふうに感じております。 

 それから、もう一つは、国道３号線の高架の下に自転車置き場で使ってるんですけども、あ

そこのところにですね、やはりできないかっていうふうに感じます。それで、やはりトイレを

つくれば維持管理費が要るということ、これはもうだれが見てもわかっているわけです。やは

り維持管理費、市内の中に幾つか公衆トイレがありまして、それの掃除とかそういったもの

を、委託してからトイレの掃除していらっしゃると思いますけど、今度の予算にもそれが金額

に載っております。維持管理費は要るんですけども、何事もものを実施するには、これは管理

費とかいろんなものは費用があります。そういうものも含めた上で、そういうことも私承知し

ながら、あそこの場所は必要じゃないかなというふうな気持ちが、これは私一人の考えではご

ざいません。多くの市民の方からそういう話を聞いております。都府楼前駅にトイレがない、

これが何とかならないかと、これを聞いております。もう少し部長の方の返事で、検討される

のを前向きに検討していただけるかどうか、再度お聞きいたします。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 一番いいのは西鉄と協議いたしまして、現在構内に設置してあるト

イレを外からも利用できるということが一番だと思いますし、早いと思いますので、そういう

ことで西鉄と協議をしていきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 私も同じような考えを、まず第一はそれだと思います。外側からも入れ

るように西鉄さんにお願いして、あと管理とか掃除とか、そういう問題もあると思いますけど
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も、まずそれから取り組んでいただきまして、それがだめならそこのところに隣接するような

トイレをつくるとか、あるいは３号線の下に新たにつくるとか、こちらも非常に費用がかかっ

てくると思いますけども、ぜひとも前向きに、できるだけ早くお願いをしたいと思います。 

 それから次の、常設の公衆トイレの設置ですけども、実は歴史と文化の環境税の運営協議会

の２月17日の資料の中に、常設トイレの設置事業というのが一般施策での対応事業ということ

で、市内の観光地等に計画的に常設の公設トイレを設置しますという項目がありますけれど

も、具体的にじゃあ何年度に幾つか、そういうのがありません。それで、この計画で、今部長

の方から、現在設置していらっしゃいます場所をお話しされましたけども、ここに観光プログ

ラムのあれがありまして、トイレの部分も書いてありますけども、私が申し上げておりますの

は、幹線道路に、やはり車で来られた方がどうしてもトイレが必要な場合が起きるわけです。

それで、例えば幹線道路の中に道の駅のようなものがあるとか、そういうなとこではトイレが

あるということはみんなわかります。 

 それからもう一つは、これだけ観光客が来てる場所ですけども、幹線道路に観光物産店です

か、そういったものがあれば、そこにもトイレを使うとか、そういうことはできるんですけど

も、太宰府の中にはそれがございません。それで、今おっしゃいましたように、幾つかあるん

ですけども、これではまだ不足じゃないかなというふうに感じておりますので、この歴史と文

化の環境税の運営協議会で話をされた常設トイレの増設も計画実施予定ですかね、そういうス

ケジュール的なものがわかればお伺いしたいと思っております。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 歴史と文化の環境税の実施計画につきましては、平成16、17、18年

度という形でつくられておりまして、その収入をすべて基金に一たん入れて、それを活用して

いくということになってます。 

 現在のところ、その３か年の中で常設トイレについては含まれておりません。そういうこと

から、今後も継続して歴史と文化の環境税を徴収していくというような方針が出ました時点で

は、常設トイレについても計画をして運営協議会の中に図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 実は、あるコンビニエンスストアのオーナーさんですけども、１日にト

イレを貸してくださいで入ってくるお客さんが200人ぐらいいるという話なんです。車で来る

お客さん、まず、どうしてもトイレが必要なときにはそういうお店ですね、コンビニとか、そ

ういう店にトイレを借りに入られるわけですね。店としてはそれは拒否せんで、どうぞという

ふうに使っているのが実態ですね。そのようにトイレというのは、仮設のトイレを、平成17年

度も300万円ほど計上してありますけども、仮設もそりゃ必要ですけども、もう少し常設のト

イレをできるだけ早く、これ平成18年度までにはやらないというふうに今部長がおっしゃいま

したけども、できるだけ早く、これは必要じゃないかなというふうに私は思っておりますけど
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も、再度、同じなんでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 現在の歴史と文化の環境税の実施計画が平成16、17、18年度で計画

されております。その中に含んでおりませんので、継続して税の徴収がされる場合は平成19年

度以降にも実施計画が立てられると思いますので、その中で計画していきたいということでご

ざいます。 

 それから、現在旧ＪＡ、筑紫農協の倉庫がございました。あそこにＪＡが加工所と販売所の

計画を立てておられまして、そこには外来者用のトイレも予定されておりますので、１か所は

常設トイレという形で増えるということにはなろうと思います。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） 私は歴史と文化の環境税の方から話ししましたから、それについてのご

回答ですけど、これはそれとは関係なしに、一般の観点からでもできるだけ早くつくっていた

だけないものかというふうに感じております。 

 細かいことまで今から話しいたしますけども、旧３号線国分二丁目の水城跡の横にトイレが

あります。あそこは周りに植栽をしてありまして、車ではとても中には入れないんじゃないか

なと思うんです。だから、今太宰府市内にありますトイレというのは散策、歩いてとか、そう

いう方向きにつくってあるんではないかなと思います。それで、やはりこれは視点を変えて、

車でおいでになる方が非常に多うございます。それで、これはやはり歴史と文化の環境税とい

うのは、車で市内においでになるお客様と、それから駐車場事業者に多大なる負担をかけて、

この税というのはできちゃったわけです。だからいろんな税の使い道、いろいろ施策のってま

すけども、ぜひともこのトイレも早急にひとつ加えていただきたいというふうに思います。そ

れで、今のトイレをもう一度見直して、車のお客さんが利用できるような方法に改善をすると

か、それから観世音寺の前の広場のところに立派なトイレもございます。ただ車乗ってる人か

ら、普通のときはトイレがあるってわかりません。だから、もう一つは立派なトイレがあっち

こっちあるんですけども、幹線道路を通っている車に、ここにトイレがありますよって、ただ

看板的にトイレって書いてしてあったんですけど、そうやなくて、常設のもう少しきれいなト

イレやなくて、あるいはお手洗いとか、何か格好いい、観光地、観光客が来るんですから。太

宰府に行ったら、渋滞に巻き込まれたらトイレに困った、もうとても二度と車では行けないと

いうふうな印象やなくて、本当によかったという状況、環境を、環境美化とかいろんなこと言

ってますけども、トイレの話みんなしたくないから出なかったのかもしれませんけど、あえて

私はもうトイレをまず第一に、太宰府へ行ったらトイレがよかったというふうな感じに、それ

をしていただきたいと思います。 

 それでもう一つ、石坂三丁目にグラウンドがあります。その奥に入ったとこにもトイレがあ

るんですけど、これもわからないですね。そこのグラウンド利用する人はわかるんでしょうけ

ども、だからそういうふうで、お客さん全くわからなくって車に乗ってきた人。ただ、今おっ
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しゃるＪＡの加工場の跡がそういうふうに今取り壊してつくられると思いますけども、これも

本当にありがたいことですけども、ぜひとももう一度地域振興部、それから観光課の方で十分

検討をしていただいて、ぜひとも太宰府に行ってよかったというふうなことを思われるよう

な、やはりやることが一番大事じゃないかと思います。そういうふうな観点を持って、ぜひと

もお願いをいたしたいと思います。どうなんですか、少し前向きにいただけますでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） トイレの場所の表示も含めましてサイン計画っていう計画を立てて

おりますので、その中で標識については検討したいと思っております。 

 それから、常設トイレの必要性については私も十分承知しておりますので、今後事あるとき

に検討していきたいというふうに考えてます。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員。 

○７番（不老光幸議員） ありがとうございます。 

 検討の中で私がちょっと思ったのは、通古賀の近隣公園がございます。あそこかなり用地も

広いんですけども、あそこに１個できないかということと、筑紫野・古賀線も松川地区の御笠

あるいは宰府五丁目周辺ですかね、あそこと、それからこれは原の方はちょっと難しいんでし

ょうけど、さっきＪＡの道の駅ができるんでしょうけども、筑紫女学園のとこですか、太宰府

ゴルフ場、あの付近３か所ぐらいはできるだけ早くできないのかというふうに思っておりま

す。これは要望でございまして、質問をこれで終わります。 

○議長（村山弘行議員） ７番不老光幸議員の個人質問は終わりました。 

 次に、11番山路一惠議員の個人質問を許可します。 

              〔11番 山路一惠議員 登壇〕 

○１１番（山路一惠議員） 議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、指定管

理者制度について質問をいたします。 

 2003年６月、政府は地方自治法244条の一部を改正し、公の施設の管理運営について、従来

の管理委託制度に変わって指定管理者制度を導入しました。管理主体はこれまで公共団体、公

共的団体、公共団体の出資法人に限っていたものを、株式会社などの民間営利会社にまで拡大

できるようになり、またこれまで首長の権限だった使用許可権限も指定管理者に与えられるこ

とになります。附則で、公共的団体に委託しているすべての公の施設は法執行を３年以内、

06年９月までに直営に戻すか、指定管理者制度に移行しなければならないとあることから、本

市においても６月議会以降手続条例の制定並びに公の施設の設置管理条令改正を行うことにな

ることから、条例制定を前に幾つからの問題点を確認しておきたいと思います。 

 指定管理者制度導入はもともと財界からの構想で、国、地方自治体の業務、施設を民間に開

放してビジネスチャンスを増やすという基本戦略に基づくものです。公の管理・運営は数十兆

円市場と言われ、大手企業は積極的に情報収集し、参入の準備を進めてきています。こうした

動きを見る限り、営利法人が指定管理者になればもうけが優先し、施設使用料金が値上がりす
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るのではないか。また、職員がパートや臨時、嘱託などの不安定雇用を中心の運営だと、施設

によっては住民サービスの低下につながるのではないかといった心配がありますが、そこは

個々の施設の役割、目的、機能を市当局が明確にし、住民の目線で管理者の選定を行っていた

だきたいと思います。そして、地方自治法244条の１、公の施設の目的、利用の公平性は、た

とえ管理者が民間事業者になろうと遵守されなければならない部分ですので、条例や協定書に

そのことを盛り込んでいただきたい。それから、契約書に職員の身分保障を明記することも実

例としてありますので、ご検討ください。施設利用料の設定については条例に基づいて指定管

理者が決めてよいことになっていますが、公の施設は設置の趣旨からして現行の料金設定を崩

すべきではありません。それを踏まえた上での上限設定を行うとともに、減免措置についても

条例に含めることを要望します。 

 次に、指定管理者制度では、民間事業者に対して情報公開、個人情報保護、住民監査請求な

どの仕組みが法的に明らかにされていません。特に、個人情報保護の問題は企業の顧客名簿流

出事件などが相次いで起こっていることからしても対策は不可欠です。個人情報保護条例の遵

守を条例や協定書に盛り込むことや情報公開においても規定を設けること、また事業報告書の

議会への報告が義務づけられていませんので、議会のチェック権が及ぶような仕組みづくりを

検討いただきたいと思います。 

 それから、指定管理者に兼業禁止の規定の適用がないので、不正、腐敗の温床になるのでは

との危惧があることから、長や議員本人、または親族が経営する民間等事業者は指定管理者に

なることができない等の参入規制を明記することも必要です。 

 次に、指定管理者の選定に当たっては、利用者や住民代表、専門家、弁護士、公認会計士な

どを入れた選定委員会を設置することや、指定管理者の管理運営に関する調査や監視を行い、

不備があれば市長に勧告することができる利用者運営委員会など、住民参加型の仕組みをつく

ることをお考えいただきたいと思います。 

 以上のような点についてぜひ条例をつくる際には考慮いただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 次に、平成17年度中に指定管理者制度にする予定の施設が決まっていればお答えください。 

 以上、再質問については自席より行います。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 本制度は国、自治体業務の民間への市場開放ということも制度実施のね

らいといたしております。本市におきましてもそれに沿いまして、民間事業者等に施設の管理

運営を委ねることによりコスト減、サービスの増につなげるということを制度移行への大きな

視点の一つといたしております。 

 しかしながら、ご指摘のとおり、株式会社等の民間企業が参入することによりもうけが優先

し、結果として利用料の値上げや住民サービスの低下につながるのでは、また利用者等の個人

情報の漏えい等の不安も懸念されております。そうしたことから、本市といたしましては、制
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度実施に向けまして条例制定や改正を６月に予定しておりますが、ご質問の中でご提言いただ

いてたように、基本的な方針として制度を移行することにより民間事業者を指定業者として指

定することになっても、民間業者に変わったことで利用料が値上げされたり、利用の公平性が

損なわれたり、利用者サービスが低下することはないように進める考えでございます。という

ことも条例に掲げていきたいというふうに考えております。 

 また、個人情報等の保護についても条例だけでなく当該事業者との協定の中に織り込むなど

の措置を講じまして、個人情報が適切に保護されるよう努めていきたいと考えております。 

 また、指定管理者の選定については、市長や議員等、関係者の禁止等はありませんが、選定

方法や選定結果は公開するなど、その透明性を図っていくこととともに、管理運営をゆだねて

いる期間中は定期的に市に報告を求めるなど、随時指導監視ができるようにしていきたいと考

えております。 

 この指定管理者制度については、平成18年４月実施を目途に計画的に準備を進めておりまし

て、平成17年度制度化する施設は現在のところございません。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 今のご答弁の中で、民間が仮に管理者になってもサービスの質あるい

は料金の値上げ等がないようにしていく考えであると、そういうお答えがありましたが、それ

でもやはり公共施設の管理運営が民間企業に任されるということについては、市民から見ると

大きな不安があります。利便性やサービスについては確かによくなる部分があるかもしれませ

んけれども、それが料金に跳ね返ってくるようであれば、もともと住民の福祉を増進するとい

う目的を持って、その利用に供するために設置された施設であるはずなのに、金銭的な余裕が

なければ利用できないといった、結果的に利用の制限も出てくる心配も十分に考えられること

です。結局行政側も利用できる人にだけ利用してもらえばいいんだ、あるいは何か苦情があっ

てもこちらに言われても管理運営は任せてあるんだから、こっちに言われてもどうしようもな

い、こういうふうになるのではないか。要するに、責任の所在があいまいになることが市民と

しては一番心配なところなんですが、ですから自治体の責任というのは仮に管理者に変わって

もこれまでと変わらないんだということを条例の中でも、また市民へのあらゆるお知らせの中

でも明確にしていただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 指定管理者に指定しましても市の施設でございます。ですから、市が十

分にその施設が、市民の福祉にとって資するようになるような形で指定管理者制度を利用して

いきたいと考えますので、時には内容によっては実施に検査をしたり、あるいは私たちが考え

ています仕様書あるいは契約書の中身に沿っているかどうか、常にこれは指導監視っていう形

でやっていきたいというに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） ですから、自治体の責任というのは変わらないということを、例えば
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文書で出すんだったら文書に盛り込む、住民の説明会の中でも明確に、その中で言っていただ

くと、そういうことは心がけて、心がけてというよりもやっていただきたいと思います。 

 それで、１問目の質問の中で、住民参加型の仕組みづくり、例えば運営委員会の設置という

ことを例に挙げておりますけれども、その施設の管理運営が以前と比べてどう変わったのかと

いうことは、日ごろ利用されている住民や団体の方たちが一番実感できるはずなんです。です

から、実際利用している市民の目線で判断をしてもらうことこそ必要であり、これは指定管理

者制度に移行する上で住民側の担保ともなり得るものですから、ぜひ前向きにご検討をいただ

きたいと思います。大体公の施設というのは、国民や市民の税金で建てた住民のための施設で

す。法律が変わったからといって市民に何の報告もないまま、意見も聞かないまま営利企業な

どに管理運営をゆだねていいのか。そういうことはやはり市民の権利として当然言えるはずな

んです。ですから、利用者の申し出により設置することができるというような形でもいいと思

うんですが、住民参加を保障するという仕組みづくり、これはもう考えるべきだと思いますけ

れども、いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） やはり施設は市民のためにございますので、市民のためになるような管

理運営の方法が望ましいというふうに考えています。そこまでまだ具体的に考えておりません

けども、やはり利用者の意見は何らかの形で聞く必要があるというふうに考えておりますの

で、そういうことも改めて今から検討してまいりたいというふうに考えてます。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） よろしくお願いします。 

 次に、雇用の問題についてお伺いします。 

 市が出資する法人である財団や協会が今委託をされて運営してますが、新たに管理者にこの

財団や協会などが指定をされなかった場合、そこで働いていた職員の雇用については市はどう

考えておられるのでしょうか。他県の例では、公社の職員が全員解雇されたという事例もあり

まして、自治体には雇用確保に努める責任があります。その影響は財団が今清掃業務などを委

託しておりますけれども、その委託先にも当然及んでくると思います。それで、その委託契約

なども同時に切れるのかどうか。その２点についてお伺いします。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） ただいま私が、助役が、太宰府市文化振興財団の理事長をいたしておりま

す。中林議員の質問の中でもお答えしました。民間参入ができるということ、このことについ

てはいろんな多方面からの競争、そのことによって住民の利益というふうなものが向上するな

らばそれでよしとしなければならない。ただし私も13施設、100人余りの職員がおりますの

で、そのことについては闘うと言いました。競争をもって提案をし、最少の経費でいけるよう

に、運営できるように競争してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 
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○１１番（山路一惠議員） それはいいんですけれども、私がお聞きしているのは、財団が管理者

に指定されなかった場合、今働いている臨時や嘱託、パートなどの職員の雇用がどうなるの

か、それをどう考えるのかということをお聞きしてるですが。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 私は今言っておりますように、それが公募に落ちた場合どうなるのかという

なこと、それは考えておりません。私はサービスにおいても運営費においても民間以上に、ま

た同等にサービスが提供できるように努力していきたいというふうに思っておりますので、私

は強い言葉であったかもしれませんが、決意表明を含めてやらせていただいた次第です。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） わかりました。 

 それで、やはり雇用の問題っていうのは大変大きな問題で、対策としてはやはり先ほど申し

上げたように、条例や協定書の中に希望者の雇用を引き続き行うということを、やはり雇用に

関する保障というのをしっかりと明文化しておくべきだというふうに思うわけですね。それ

で、特にやはりこの場合、行政の都合で自分たちの雇用がどうなるのかが左右されるんですか

ら、やはり市はそこに大きな責任があると思います。助役は引き続き財団が請け負うようなお

考えのようですけれども、この点は条例明文化するのかしないのかを、６月議会には条例案が

もう提案されますから、そのときに言ってもすぐ入るもんではありませんので、この３月議会

でその辺を確約をとっておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 理事長の強い言葉がございましたからちょっと言いにくうございます

が、財団の方から指定管理者の方に移行した場合、やはりそれまでのノウハウ、あるいは引き

継ぎ等がございますので、新しく指定管理者になったとこには職員のあっせんと、そういうも

のはしたいと思いますけども、条例の中に従業員全員再雇用をすることというようなことはな

かなか難しゅうございます。これは民間のいろんなノウハウ、いろんな人事、あるいは人事の

資質の問題とか、そういったことございますので、あっせん等にはできると思いますが、条例

の中でそういうことをうたうっていうのは難しいというふうに考えております。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 何も全員の再雇用をっていうことを言ってるんじゃなくって、希望す

る職員の雇用を引き継ぐと、そういう保障を、要するに短期契約者などの職員の雇用につい

て、これは仮に財団がそのまま管理者になったとしても経費の見直し云々で削減されることは

十分にあり得ることなんです。ですから、その点はやはり条文の中でしっかりとうたうべきだ

ろうというふうに思います。この先様々な民間企業が名乗りを上げてくると思いますけれど

も、そういう雇用の、市民の働く権利を守り、また雇用確保に努めるというのも行政の一つの

大きな役目だというふうに思いますんで、その点はやっぱり、今考えてないとは言われました

けれども、もう一度お考え直していただきたいというふうに思います。 
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 それで、指定管理者は市が決めた上限の枠内で利用料金の設定ができることになっておりま

すけれども、その収益と市から支払われる指定管理料というので、その施設運営をすることに

なるわけですね。それで、冒頭の説明で、コストの削減ということをまず一番最初に言われま

したが、指定管理料は何を基準に算出をするのか。それから、利用料金の上限の決め方は何を

基準に設定をするのか、この２点についてお尋ねします。 

○議長（村山弘行議員） 総務部長。 

○総務部長（平島鉄信） 使用料は現在の使用料がございます。そういうものからいろいろ算定を

してまいりたいというふうに考えておりまして、今のところ上限は幾らにするかということも

含めて指定管理者とした場合は上限がどのくらいなのかということも検討をしていきたいとい

うふうに考えてます。 

 それから、支出の方ですけども、例えば極端に言いますと、今私どもが管理委託しておりま

す財団の方に2,000万円ほど、例えば委託料として支払っておりますけども、いろんな努力次

第ではこの委託料が０円、あるいはプラスになることも考えると。これは極端な例でございま

すが、そこまで計算はまだしておりませんけども、いずれにしても赤字、委託料が今の委託料

よりも安くなる、あるいはサービスがよくなる、そういうものを目指して指定管理者制度を導

入いたしておりますので、いずれにしても今以上に高くなるっていうことになると、やはり今

の財団の方が効率がいいということになりますので、そういうことを含めながら今後検討をし

ていきたいというふうに考えています。 

○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員。 

○１１番（山路一惠議員） 指定管理料っていうのは、やはりサービスの質や水準を維持して、そ

の業務を担うにふさわしい賃金、あるいは労働条件等を担保とするものでなければならないと

いうふうに思います。ですから、まずコスト削減ありきで指定管理料を算出すると、こういう

お考えがもしおありなら、その点は改めていただきたい。総務省通知にも管理経費の縮減がし

っかりと書かれてありまして、これを条例の中にも盛り込んでいる自治体がありますけれど

も、これは法に定められた事項ではありませんので、条例にはそうした文言を入れないように

求めます。 

 利用料金の上限につきましても最初申し上げたとおり、現行の料金をできる限り維持する、

維持できる条件にしておかないと、いきなり値上がりでもしたら公共施設の役割が果たせなく

なります。ですから、管理者として望ましいと思うのは、先ほど中林議員も言われたように、

ＮＰＯや社会福祉法人、市民団体が管理者になる形が私も望ましいとは思っておりますけれど

も、それはそれで難しい点もありますんで、平成18年度から順次移行していくというご説明で

したけれども、やはりそれぞれの施設によって役割、それから機能も全然違います。ですか

ら、そういった点では私たち議会が住民の目線で慎重に一つ一つチェックすることが求められ

てはおりますけれども、当局におかれましても住民の立場で個々の条例改正については提案さ

れることを要求しまして質問を終わりたいと思います。 
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○議長（村山弘行議員） 11番山路一惠議員の個人質問は終わりました。 

 ここで15時30分まで休憩いたします。 

              休憩 午後３時16分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時30分 

○議長（村山弘行議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、６番門田直樹議員の個人質問を許可します。 

              〔６番 門田直樹議員 登壇〕 

○６番（門田直樹議員） ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従い質問をさせてい

ただきます。 

 中央省庁ではＩＴ調達をめぐる不透明な支出や随意契約が問題となっています。太宰府市に

おいてもＩＴ関連の予算は膨大なものであり、これらに対して適切なチェックが行われている

とは思いますが、どのようなお考え、また体制でＩＴ化に取り組まれているのか。今日は、ま

ず第１弾としてＣＩＯ、いわゆる情報化統括責任者制度並びに太宰府市のＩＴ資源とその活用

状況について質問いたしたいと思います。 

 コンピューターの分野はハード、ソフトともにまさに日進月歩です。私も以前はＩＴ関連の

仕事をしておりましたが、半年、１年で知識が古くなるのがこの世界です。今は単なるエンド

ユーザーの一人で、太宰府市の電算システムのことなどわかるべくもありませんが、本日はぜ

ひ執行部の方々にご教示を賜りたく、何とぞわかりやすくご答弁いただきますようお願い申し

上げます。 

 なお、内容上どうしても片仮名や略称が多くなりますことをお許しください。 

 さて、まず１点目としまして、太宰府市のＣＩＯ制度はどうなっているのかお尋ねします。 

 統括責任者は具体的にどなたでしょうか。ＩＴに関する専門知識はお持ちでしょうか。ＩＴ

調達に関する請求の適否はどなたが判断しているのでしょうか。アドバイザーとして外部の専

門家を配置するお考えはお持ちでしょうか。 

 次に、２点目としまして、太宰府市のＩＴ資源とその活用状況についてお尋ねします。リソ

ースの管理はどなたが行っているのでしょうか。ＩＴ機器とソフトは適正に設置されているの

でしょうか。職員のスキルと職務上の必要に応じた構成になっているのでしょうか。小・中学

校の生徒のＩＴ学習において、インターネット体験は模擬接続で十分であると考えますが、ど

うでしょうか。文化ふれあい館やいきいき情報センターで小・中学生がゲームに興じたり、ア

ダルトサイトをブラウズしているのを見かけますが、対策はおとりでしょうか。 

 ３点目に、ＩＴ資源の関連で、市のホームページについてお尋ねします。まず、専用サーバ

でしょうか。容量は幾らでしょうか。月当たりの費用は幾らでしょうか。サーバのレンタル

料、ホームページ保守、更新委託料、ドメイン取得、更新代行費など、かかっている費用をそ

れぞれお答えください。現在使用している領域サイズはどれぐらいでしょうか。例規集を載せ

－190－ 



る考えはおありでしょうか。 

 以上、３点、計14項目についてお答えいただきたいわけでありますが、先ほど片井議員の同

じような質問に対して市民部長のお答えは、優秀な職員がおるので、そういう考えはないとい

ったようなことをお答えいただきましたが、私が聞きたいのは、本当にこの経費削減を本気で

やる気持ちがあるのかどうか、その姿勢についてお伺いしたいわけでありますので、さらに真

摯にお答えいただきますようお願いいたします。 

 あとは自席にて再質問させていただきます。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 先ほどお答えしましたのは地域振興部長です。 

 最初に、「市の情報化統括責任者制度はどうなっているのか」についてご答弁申し上げま

す。 

 本市におきましては、情報化統括責任者を規定等で明文化したものはございませんが、本市

の情報セキュリティーポリシーにおける統括情報セキュリティー管理者や電子計算機処理にお

けるデータ保護管理規程におけるデータ保護管理者として助役を最高責任者として位置づけし

ていますことから、実質的には助役が情報化統括責任者になります。 

 次に、「専門知識はあるのか」についてですが、助役は技術的、専門的な知識は別として、

情報資源の活用方法等、情報化戦略を企画立案する責任を有する情報システムの全体を統括す

る最高責任者として適任であると考えております。ちなみに昨年10月に総務省が作成した地方

自治情報管理概要によりますと、情報化統括責任者を任命している市町村1,369団体のうち、

77.9％の1,067団体において助役を同責任者に任命しております。 

 次に、「ＩＴ調達に関する請求の適否はだれがどう判断しているのか」についてですが、新

規システム導入や既存システム更新の際には担当課において安易に特定の業者と随意契約する

のではなく、可能な限り複数の業者のデモンストレーションを実施したり、見積書を出させた

りして、費用対効果等十分な比較検討を行い、契約時には再度価格協議を行うなど、低額化に

努めているところでございます。 

 次に、「アドバイザーとして外部の専門家を配置する考えはあるか」についてでございます

が、本市にはＩＴ推進に伴う専門家はいないものの、かなり精通した職員も育ってきているこ

とから、現在のところ外部の専門家を配置する予定はございません。 

 本市の電算業務につきましては他の多くの都市とは違い、大型コンピューターをこれまで一

度も導入せずに電算会社に業務委託することで、ＳＥ等専門職員の雇用や広い電算室の確保を

行わず経費を節約してきたところであり、住民記録、印鑑登録、税、収納消し込み、年金、国

保等の基幹系システムにおいては平成10年８月からクライアント・サーバー・システム化する

など、他に先駆けて早くからダウンサイジングに努めてきたところでございます。 

 また、新規システムの導入や既存システムの変更時におきましても可能な限り安価なパッケ

ージソフトを使用し、基本的にカスタマイズしないという方針で進めております。 
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 さらに、県内の市町村が参加してふくおか電子自治体共同運営協議会を設立し、電子自治体

構築に向けた各種アプリケーションソフトを共同利用センターにおいて現在開発中であり、Ｉ

Ｔの専門知識を有する職員も配置していることから、本市のシステムを補完するものとして同

センターとできる範囲で連携していきながら、さらなるＩＴ関連予算の削減に努めてまいりま

す。 

 次に、２点目のＩＴ資源とその活用状況についてご答弁申し上げます。 

 まず、「リソースの管理はどこが行っているのか」についてですが、住民記録、印鑑登録、

税、収納消し込み、年金、国保等の基幹系システムや財務会計、文書管理、グループウエア、

ホームページ等の情報系システムなど、全課、または複数課にまたがるシステムについては基

本的に地域振興課で管理を行い、特定の課のシステムについてはその所管課において管理いた

しております。 

 また、１人１台の職員用パソコンやソフトについてはネットワーク管理ソフトを導入し、ウ

イルス等のセキュリティー対策やライセンス管理など、適正な管理を行っております。 

 次に、「職員のスキルと職務上の必要に応じた構成になっているのか」についてですが、シ

ステムの導入に当たっては、導入前にデモンストレーション等を行い、できるだけ職員が使い

やすいシステムを選択いたしております。 

 また、システム導入時には必要に応じて操作研修を実施し、操作マニュアルをグループウエ

ア上にも掲示し、職員がいつでも見られるようにいたしております。 

 次に、「小・中学校の生徒のＩＴ学習においてインターネット体験は模擬接続で十分と考え

るがどうか」についてですが、文部科学省が示します学習指導要領では各教科等の指導に当た

っては児童がコンピューターや情報通信ネットワークなどの情報手段になれ親しみ、例えば社

会科における資料の収集、活用、整理など、コンピューターなどを活用することが示されてお

ります。 

 また、県では小学校の低学年では情報機器になれ親しむことができる。中学校ではどんなこ

とに利用できるか体験させる。高学年では課題解決の道具として活用することができるを情報

活用能力の目標とされております。 

 小・中学校のＩＴ学習においてのインターネット体験につきましては、本市でも２年生から

４年生は教師が範囲を定め、５、６年生は子どもがテーマを決め、インターネットを活用して

おります。 

 次に、「文化ふれあい館やいきいき情報センターで小・中学生がゲームに興じたりアダルト

サイトをブラウズしているのを見かけるが、対策は」についてですが、市内公共施設に設置し

ておりますキオスク端末機やインターネット体験コーナー用パソコンにつきましてはアダルト

サイトやチャット、ゲームなどの好ましくないページへのアクセスを制限するソフトをサーバ

側にインストールし、基本的にはつながらない設定にいたしております。しかしながら、一部

のサイトについては表示されるため、キオスク端末機のトップページにゲームを禁止する旨の
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注意書きをいたしております。 

 また、インターネット体験コーナー用パソコンについては各施設の判断によりゲームを全面

禁止にしたり、口頭で注意したり、利用できるパソコンの台数の制限や利用時間の制限など、

適切な対応を行っております。 

 以上のように、現状においてＩＴ機器及びソフトについて適正に配置しているものと認識し

ております。 

 次に、３点目の市のホームページについてご答弁申し上げます。 

 「サーバーは専用なのか」についてでありますが、ホームページ専用のＷｅｂサーバを導入

いたしております。 

 次に、「容量は幾らか」についてでありますが、Ｗｅｂサーバの容量は合計108ＧＢでござ

います。 

 次に、月当たり費用についてでありますが、ホームページ維持費用につきましては月額11万

5,889円でございます。内訳として、サーバ、無停電電源装置、バックアップ装置などのハー

ドウエア保守費用が1万2,742円、ソフトウエアのＳＥサポート費用が10万2,228円、ドメイン

名維持管理料が919円となっております。 

 また、更新委託料ですが、大きな改修作業を伴わない日常的な情報の更新につきましては職

員の操作により行っておりますので、委託料はございません。 

 次に、現在使っているサイズについてでありますが、画面の解像度は800×600ドットを基本

といたしております。 

 次に、例規集を載せる考えはあるかについてでありますが、平成17年度におきまして所管課

において予算化しておりますので、本市のホームページから例規集の閲覧が可能となる予定で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 今ご答弁いただいたんですけれども、まず、今日は私の個人質問です

が、我々会派新風としましても、この問題に関しては非常に興味を持っております。鋭意取り

組んでいることをお伝えします。 

 まず、お手元に資料、私の方から資料を出しておるんですが、ちょっと古いんですけど、去

年の12月の読売新聞に出た記事なんですけど、これもう読まれたと思います。下にあるこの数

字というのは、裏にあるこの数字というのは、私が予算書から拾ったもので、間違ってなかっ

たら大体こんなもんだと思います。 

 最初に助役にお聞きしたいんですが、市長は最後にお聞きしたいと思いますので、この記事

を読まれてどういう感想をお持ちになったかお聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 助役。 

○助役（井上保廣） 不当請求、地方でもというようなことで、今度パソコンあるいは電子機器の
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入札に際しましては、いろんなこういった批判等々もあるやに聞いてはおりますけれども、本

市の場合に限りましては今担当部長も説明をいたしておりますように、まず精査に精査を加

え、そして入札を行い、場合によっては随契っていうような形もありますけれども、基本的に

は競争入札というふうなことを基本として行っておりますので、他市にあるようなこと等につ

いてはないというふうに思っております。 

 それからもう一つは、本市の場合にありましては当初の選択から、これは導入ではなくて委

託方式でやってきております。他市の導入しておるところの費用等は、今門田議員が掲げられ

ておる部分以上の部分があるのではないかなというに思っております。そういった意味におい

て、歴代そういった選択を今日まで来ております考え方的にも間違ってないと、入札等につい

ても今のように、私どもの市にありましては今申し上げたようなやり方でやっております。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 続けてお聞きすればよかったんですが、ここに書いとりますＩＴ関連費

ですね、ざっと見ますと役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、計で3億4,400万円

ほどになっておりますが、この数字の拾い方に関して間違いがないかお聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 予算書計上の金額と相違はございません。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） ということになりますと、確かに、昔多かったのはホストコンピュータ

ー、大型コンピューターぽんと入れて、後は端末という形で、今太宰府市は、さっき言われた

ファイルサーバー形式でやられてあることだと思います。その分かなりコスト面で違うのは一

応私も承知しておりますけれども、ただいろいろ、これ佐賀と長崎が例として出とるんです

が、ざっと見ましても52億円の予算のうち、8億9,000万円、９億円ぐらい必要じゃなくなった

ということです。太宰府市で言いますと3億4,000万円ですから、２割として、大変な金額で

す。また、債務負担行為等も下にちょっと参考で上げとりますけれども、やはりこれ見ると太

宰府市も全然、今の助役と地域振興部長のお答え聞きますと全く問題ないというふうにしかど

うも聞こえんのですけれども、やはりそこは何とか努力して、専門家の意見を聞いてやればま

た違うんじゃなかろうかと思いまして今日の質問に入ってるわけであります。それで、この長

崎、佐賀のこういうのがこれ載ってますけど、ＮＨＫでもテレビありましたですね、見られた

かもしれませんが。その中で、これどっちだったかな、佐賀か長崎か忘れたんですが、決済の

システムですね、庁内ＬＡＮを利用した、これをつくろうと。ＩＴゼネコンですね、どなたで

も名前知ってる大きなとこですけど、そこに見積もり出させたら11億円というのが出たと。そ

れを、このＣＩＯの下村さんだったと思いますが、これを全部分けて。分け切れんわけですよ

ね、専門家じゃないと、こういうふうなもうパッケージみたいな形で、どこをどう分けていい

のかわからないと思います。これを分けて、そして地元の業者に全部発注をかけて、２億円で

済んだと、引き算したら８億円ですか。こういう実績がもうあるわけなんです。だから、確か
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にいろんなシステムの違いはあると思いますけれども、やはり何か参考になるんじゃないかと

私なんかは思うわけです。 

 そういうふうなことでいろいろお聞きしたんですが、一つ一つちょっと、今統括責任者は助

役ということで、いわゆる何に限らず最高、最高っていいますか責任者ということで理解しと

るんですけれども、やはりここで言う情報化統括責任者、ＣＩＯというのはですね、最高レベ

ルの判断を、業者も最高の、もう頭で持ってくるわけですよ。いや、これはどうにもなりませ

んと、分けられないんですよって。もしここちょっとでもいじくったら何があっても知りませ

んよと、大体こんなこと言うてくるわけです。そこで、いや違いますよって、あなたこんなも

ん頼んだ覚えもありませんよと、そういうことが言えるかどうかなんですよ。優秀な職員がお

られるのは十分承知してます。最後のリソースとスキルの問題というのはまさにそこなんです

けれども、そういうふうな方をできたら集めてですね、特に若い方がいいと思うんだけども、

その中で３年か５年ですね、本当にこういうふうな電算関係のことに集中して仕事をしていた

だいて、その中でそういうふうな専門家を入れてそういうのをつくったらと思っておるわけで

す。その中で外部の専門家というのが、外部というのが、非常にもしかしたら嫌われているの

かななんて思ったりするんですが、今非常に高齢者、就職非常に厳しい時代です。大きなメー

カーとかデベロッパーとか、そういうところを早目に退職された優秀な方が、何かたくさんお

られると聞いてます。私が具体的にどなたか知ってるわけじゃありません。そういう方を有効

に活用というたら失礼ですけども、太宰府市にも何かたくさんおられるというふうなことも聞

いております。そういった方の力を借りて、借りてっちゅうか雇ってやるのはやぶさかじゃな

いと私なんか、やぶさかって私が言うていいのかどうか知りませんが、思うわけです。お医者

さんを雇うようなもんです。幾ら言っても素人は素人なんですよ、どんなに詳しくても、責任

は持てんわけですよ。やはりシステムという大変奥が深いものというのにはやはりそれなりの

専門家が必要じゃないかと私なんかは思います。 

 それと、リソースのことで、でしたらちょっと少しお聞きしたいんですが、地域振興課が管

理してあるということで、例えば一例として、議員控室にパソコンが３台あるんです。大変あ

りがたいと思いますが、これがどういうか、ハードディスクが２つ、パーテーションが分かれ

てるんですよね。片一方が、ルートドライブが４ギガぐらいでしたか、片一方のＤドライブが

24ギガ、だれも使ってません、まっさらです。別に何ですか、システム振り分けたりはしてな

いみたいだから、恐らくこっちの分けた方はデータ領域として考えたのかなと思いますけど、

公的なもので、我々議員があそこみんなで、だれかあそこにいつも座って使うわけでなし、あ

そこに大量のデータ保管するはずがありません。はっきり言うて意味がないと思うんです。何

か意味があるんでしょうか、お聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部長。 

○地域振興部長（石橋正直） 市の方が１人１台パソコン導入という時点で、ぜひ議会の方にもデ

スクトップを置いていただきたいという要請がございましたので、設置をいたしております。 
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○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） いや、そうじゃなくて、そりゃ重々感謝しておりますけれども、あの中

のハードディスクがパーテーションになってるというその理由は何かあるのかをお聞きしてい

るわけです。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部次長。 

○地域振興部次長（三笠哲生） パーテーションを切るにはいろいろな理由づけがございますけど

も、一般的にシステム領域とデータ領域を分けたということでございます。パーテーションの

量が不適当であるということであれば、事務局通して申していただければ、その対応を図って

いきたいと思ってます。スタンドアローンのパソコンのことということは確認させていただき

たいと思いますが。 

（６番門田直樹議員「いや、３台ともですよ」と呼ぶ） 

 ネットワークにつながったパソコンじゃなくて、スタンドアローンの数が。 

（６番門田直樹議員「そうです、そうです」と呼ぶ） 

 じゃあパーテーション切るのは、データを一時保護しなくちゃいけませんけども可能であり

ます。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） ということをお聞きしたんですけども、実際パフォーマンスがすごく落

ちてるわけです。当たり前の話で、太宰府市の職員全部を一つの狭い部屋に集めてあとがらん

どうで、いざ働けったって、そりゃ動けるわけがないですね。だから同じような状態起きてま

す。しかしそういうふうなことも、ただそのまんまになってると。これも議員は別にインター

ネット見るぐらいだろうってこともあるかもしれませんけど、そんなとこも一つ。 

 それとか、例えば市では幾つか、例えば審議会の審議結果なんか、会議録とかＰＤＦで配布

されたりしてますけれども、このＰＤＦの変換ソフトは何をお使いでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部次長。 

○地域振興部次長（三笠哲生） 商品名を言ってよろしいのかどうかわかりませんけども。 

（６番門田直樹議員「聞かせてください」と呼ぶ） 

 アクロバットリーダーを使っておりますし、また文書管理ソフトで入れましたドキュワーク

スというソフトがございます。これの中でもＰＤＦファイルに変換することは可能でございま

す。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） リーダーじゃなくってアクロバットですね、バージョン６ぐらいでしょ

うね。これなんかご存じと思いますけども、市価でいきますと６万円ぐらいかかりますね。自

治体ですから余り値切らずに気前よく、多分購入されてあると思いますし、また一般企業では

いけないことですけど黙ってコピーしたりもしてますが、市ではそういうことなく、恐らくラ

イセンス契約で一括購入されてあると思います。 
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 パソコンが何台あるかもちょっと聞きたいのもあるんですが、一つここで、例えばＰＤＦに

変えるなんていうのはシェアウエアなんというのがいっぱいありますよね。そういうふうなこ

と。シェアウエアを地方自治体が使うのなんて全然問題ないと思いますが、その辺はどうお考

えでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部次長。 

○地域振興部次長（三笠哲生） パソコンにインストールしますソフトにつきましてはいろいろな

管理の問題が出てまいります。それで、先ほど部長の答弁の中で、管理ソフトでいろいろ管理

するっていうことでご答弁申し上げました。 

 シェアウエアにつきましては著作権フリーの問題とかいろいろありますので、またあとウイ

ルスに感染しやすいという部分もありますので、現時点では正式には、入れてる分は、どれと

どれがあるっていうのはちょっと私も記憶はしてませんけども、基本的にはシェアウエアは活

用してないんだろうと思います。圧縮ソフトとかそういうものについては活用してるというの

は聞いとりますけども。 

 以上です。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 余り技術的なことはここでくどくど言っても仕方がないと思いますの

で、ちょっとそのことはもう言いませんが、シェアウエアをうまく使うというのは一つの手だ

と思います。 

 また、ＧＩＦですね。何ですか、グラフィックインターチェンジフォーマットですね。ＧＩ

Ｆを使って、特にホームページには、太宰府市のホームページもＧＩＦはたくさん使ってます

ね、ＪＰＥＧも使ってますけど。これに関してはアメリカのユニシス社ですね、が著作権を主

張してます。ていうか、これもう裁判で勝ちましたね。特に法人関係には莫大な著作権料を請

求されて、敗訴して払ったという事例もありますが、この件に関して、ＧＩＦの使用に関して

太宰府市ではどういう見解をお持ちでしょうか。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部次長。 

○地域振興部次長（三笠哲生） ホームページに貼りつけてあるデータ形式についてはちょっと私

も了知しておりませんので、門田議員専門的にご了知のようですので、その辺ご指摘いただき

ましたら、私も担当の方に確認したいと思います。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） ていう、私も個人的にはこのＧＩＦを使ってます。グラフィックで非常

に便利な、またいろんな機能を持ってますから、ホームページにはっきり言ってなくてはなら

ないというものですけども、実際こういう問題が起きてきて、今ＰＮＧ形式ですね、ＰＮＧで

すね、やってる、これ重たいんですけど。いろいろそういう工夫が要りますけども、今のとこ

ユニシスも個人ユーザーに関しては大目に見てるようですけど、自治体とか法人に関しては本

気でやるぞという。今ＩＴ関連厳しいですから、そういうふうなうわさも聞きます。その辺の
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ことは対応された方がいいと思いますが、その辺のこともやはりそれなりのやっぱり専門家で

すね、この人に聞けばわかると、あんたに任せたよという人を置いた方がいいんじゃなかろう

かと思って、ちょっと聞いてみました。 

 また、適正な配置とかスキルに応じた云々っていいますのは、ちょっと聞いたんですけど、

例えばＭＳオフィスがありますね。ワードとかエクセルとか、皆さん使ってあると思います。

これも通常市販されたり、あるいはＯＥＭ契約で製造しているようなパソコンなんかも、いわ

ゆるパーソナルとプロフェッショナルというのがありますね。パーソナルっていうのが今言っ

たようなワード、エクセル、アウトルックぐらいですね。プロフェッショナルは、これにパブ

リッシャーとかアクセスとか、いろんなものが入ってきます。その中の、特にこういう太宰府

市ぐらいの規模ですと、アクセスなんか役に立つんですよね。いわゆるリレーショナルデータ

ベースのアプリケーションですけど、これなんかは、だからこう聞いてみると、入ってるとこ

と入ってないとこありますよね、当然だと思います。必要ない人、要するに使わない人、使い

切らない人、あるいは必要がない人のとこにそんなもんあって、その分の金払ったらもったい

ないですから。そういうところをきちんとしてるのかどうか。といいますのも、異動がありま

すね。異動したら、人間は異動しても、パソコンの中のデータは動かせるけどシステムという

のは、先ほど集中管理の話ありましたけど、そう簡単じゃないですね。じゃけね、そんなふう

なところ、もうきちんと職員のニーズに合ったことをされてあるのかお聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部次長。 

○地域振興部次長（三笠哲生） ＭＳオフィスのアプリケーションソフトについては今ご指摘のと

おり、アウトルック、それからワード、エクセルがバンドルされたＯＥＭの分を使っておりま

す。あとパワーポイントとかデータベースソフトのアクセスとかというものにつきましてはラ

イセンスがある分でやっております。 

 その利用につきましては地域振興課の方で利用内容、使用の目的等をヒアリングしまして、

必要なとこについては毎年度ソフトの導入の申請を所管から出していただきまして、その適否

を判断しながら予算措置をしてインストールをしております。 

 今ご指摘のように、ソフトは入れたけどもその活用状況がどうなのかということについても

管理をしながら運用を適正に図っていっておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） よろしくお願いします。 

 実は我々会派新風で今度四国の方へ行政視察に行ってまいりまして、新居浜市ですね、の方

に行きまして、いろいろいろんなことを勉強させていただいたんですが、その中で、これ職員

がつくっておるんですね。基本計画の入力法、太宰府市も基本計画つくりますね。それをずっ

と、恐らく文書とかファイルをばっとかき集めていろいろ整理してつくられてると思いますけ

ど、それを、一発っていうわけにゃいかんでしょうけど、これアクセス使ってますね。これ詳

しい職員の方おって、非常に精緻な内容をつくられてます。こんなことも、私太宰府市の詳し

－198－ 



い職員さんはできると思う、十分な時間と権限を与えてやれば。こんなことも一考お願いしま

す。 

 また、その次の小・中学校の生徒のＩＴ学習についてですが、結局、これ前々からこんなこ

と言っとんですが、いつだったかな、去年の予算委員会だったか、パターンのインストールで

400万円ぐらい計上されてあったんですよね。確かそんな記憶がある。400万円ですよ。恐らく

はアプリケーションの土台の更新とパターンファイル等のメンテナンスだと思うんですけど、

いずれにしろすごい金額だなと思います、理屈抜きに。それはなぜ必要かというと、要するに

オンラインだからですよ。要するに、私なんかは思うんですけど、自動車学校と一緒で、子ど

もに車の運転を教えて、いいでしょう、今は必要と言うんだったらそりゃ教えてもいいかもし

れんけど、教えるんだったら、自動車学校みたいな構内でしょ、赤信号はとまりなさい、人は

撥ねないようにしなさいとか。よしおまえちょっとうもうなったけえ外へ行ってこいって、そ

ういうことはしないと思う。要するに周りがやってるから、今はやりっていうか、必要って、

本当に必要かというたら、一体何が必要か。また周りがどれぐらい、いわゆる大人っていいま

すか、我々含めた、がどこまでインターネットとかこういうなＩＴ関連というの理解している

かっていうと大変疑問です。まず、何ですかね、こんな箱があって、まずコンピューターが何

で動くんだよっていう、そういう基本をやることだと思うんですね。文部科学省がそういうふ

うなものをつくってるから絶対やらにゃいかんのかと思うんですよね。もし私が学校の先生だ

ったら、全部、もう今こんぐらいのＣＤ１つで４ギガぐらいは入るんですよね。そこにたくさ

んいろんなサイトを落として、ただサーバの関係で一部使えない機能は出てきますけど、それ

を幾らでも見ろと。ウイルスソフトも何も要らないんですよ、こっぱげたらまた入れちゃあた

いって、そんなことができるわけですよ。そういう工夫をした、そしてみんながそれに工夫し

てかかわったＩＴ教育なんていうのをやった方が、よっぽどいいんじゃないかと思います。経

費は物すごい削減ができると思います。ＬＡＮも要りません。職員室だけでやればいいと思う

んですよ。 

 そんなことを思っとるんですけども、もう一つの文化ふれあい館とかいきいき情報センタ

ー、先ほどのセキュリティー、ゲートウェイなんかをしてあるのかなと思ったりもします。あ

るいはインターネットのスーパーバイザーパスワードとか、そういったことを工夫されてある

のかもしれんけど、さっきご答弁にあったように、あんなもんどうにでもなります、ちょっと

詳しかったら。 

 私は、私も男って言ったらまたいかんけど、そんなもん見ちゃいかんとは言いません。私も

アダルトサイトは研究のために見たことありますけど、問題はそういう中学生とかがそういう

公衆、少しは恥ずかしそうにしてますけど、公衆の中で見て恥ずかしくない、その神経がいけ

ないんですよ。問題はそこなんですよ。子どもがもう夏は涼しい、冬は暖かいところでゲーム

をわあわあやって、外で遊ばないのがいけないんですよ。何で、いいじゃないかって。恥ずか

しさとか怖さ、ジェンダーフリーと一緒ですよ。何でもかんでもごっちゃにしちゃみたいな、
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これ置いとって、そういう何か開き直ったようなとこがあると思う。行政がこれに加担しちゃ

いかんと思って、ちょっと取り上げました。この件はそういうことで承知しました。 

 最後はホームページの件ですけども、専用ということで、ただ専用で108ギガ、こんなもん

かなという感じですが、値段もかなり妥当だと思います。私は以前県の出先関係に勤務しとり

まして、ホームページつくったりしとったんですが、そのときこれの料金表ですね、見て、あ

あやっぱり結構高いけどこんなもんだろうなって、話聞いたら何とそれは１か月やったんだよ

ね。私１年間と思ってびっくりした。何でこんなに高いとやと言って、結構もめにもめたこと

があります、そこと。どういうことかというと、一言で言うと、もうこれはばらばらになるも

のをばらばらになりませんて言うんですよ。もういやこれは要らん、おれこれとこれは欲しい

けど、これは要らんっていうの、もう定食で食ってくださいって。残してもいいからお金だけ

は払ってくださいっと、そういうことを言ってるんですよ。だから、そこのシステムぐらい私

でも十分わかりましたから、あんた何言ようとね、これ要らんっていうの何で払わないかんの

やて。それと、実勢価格ですね。どう考えたってあんたびっくりするような値段じゃないです

かと。そういうことをやっぱり言いましょうや。僕は言うべきだと思います。１円でも下げた

方がいいと思う。 

 問題は108ギガのうち、さっき使用してるサイズは800×600だ、これモニターの解像度のこ

とですね、多分。それじゃなくて、さっきお聞きしたのは、サーバのホームページを置いて

る、使ってる領域がどれぐらいかって、それ聞いたんですよ。お願いします。 

 大体でいいですよ。 

○議長（村山弘行議員） 地域振興部次長。 

○地域振興部次長（三笠哲生） Ｗｅｂサーバの利用率。 

（６番門田直樹議員「そうそうそうそう」と呼ぶ） 

 60ギガのうち1.134ＧＢを使用してるということで、約1.89％です。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） 前回聞いたときと余り変わってませんですね。簡単に言うと60のうち

1.9、２ということで、ほんの何％ですね。つまり言うてみたら、もう丸々あいてるというこ

とですね。この丸々あいてるところに、例規集が載るということで大変結構だと思います。つ

いでに、ついでというたら失礼ですけど、予算書や決算書も載せていただきたい。このボリュ

ームですね、キャパシティーとしてはもう幾ら載せても十分に載せられます。 

 もう一つは、これらを乗せるときに恐らくＰＤＦあたりを使われると思いますけれども、先

ほど言いましたＰＤＦっていうのは、既に皆さんいろんな決算書にしろ予算書にしろ、すべて

をつくられるときに電子化してると思います。そこからすぐに、すぐにっていったら、人間が

操作はしないかんのですけども、システムつくれば簡単にできます。それをただ載せてもらえ

ばいい。ただしこれはいついつの時点ですよということでですね。もしそれがあったら、私も

これ一生懸命、朝早う起きてこれずっと打ち込んだんですけど、こんなのもぱっと、何々関連
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だったら、例えば委託料だったらこれがぱっと集計して分類して、そういうふうな精緻ないろ

んな分析とかが可能になります。ぜひそれをやらせてください。 

 いろいろくどくど申しましたが、市長に最後このＩＴ関連の予算の削減について統括的なお

考えをお聞かせください。 

○議長（村山弘行議員） 市長。 

○市長（佐藤善郎） ＩＴ問題に関していろいろ専門的用語を使われましてのご質問でございます

けれども、ご承知のように、現在電子自治体に向けた取り組みをやっておるわけでございまし

て、それのためには行政事務の効率化とか、あるいは住民サービスの向上とか、いろいろござ

います。今後ともＩＴ化を推進する必要はあると思っております。したがいまして、ただいま

いろいろご指摘の点につきましても十分勉強しながら、費用対効果を勘案しながら、最少の経

費で最大の効率が上がるように努めてまいりたいと思います。 

 それと当時に、まず専門的な問題につきましては、県がつくっておりますふくおか電子自治

体共同運営協議会、その中におきましてもソフトの面を含め、また今後の運営化につきまして

も十分連携を取りながら専門性を進化させていきたいと、かように考えております。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員。 

○６番（門田直樹議員） よろしくお願いします。 

 先ほど第１弾と言いましたが、今度９月、今度は６月は男女共同に関して重大な議題がある

と聞いておりますので、９月に再度またこのことをやりたいと思います。 

 最後になりますが、私としましては専門家のアドバイザーを中心に若手数名でチームを組ん

でこれらの問題に対処するのが一番よろしかろうと思いまして、これを提言しまして質問を終

わります。 

○議長（村山弘行議員） ６番門田直樹議員の個人質問は終わりました。 

 これをもちまして各議員の個人質問は終了しました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（村山弘行議員） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 次の本会議は３月24日午前10時から再開します。 

              散会 午後４時09分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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